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はじめに 

 

近年、少子化や高齢化、価値観や生活様式の多様

化など、社会環境の変化により、ひとり暮らしの高

齢者の増加や地域コミュニティの希薄化が進むなど、

地域福祉を取り巻く環境は大きく変わってきていま

す。 

 

こうした状況の中、これからのまちづくりは、市民の誰もが住み慣れた地域

で心豊かに安心して暮らせるような社会を築いていくことが求められています。 

そのためには、さまざまな生活課題について市民一人ひとりの努力（自助）、市

民同士の助け合い・支えあい（共助）、そして公的な制度（公助）が連携し、お

互いの不足を補い合いながら協働できる地域社会をつくることが重要です。 

 

そこで、第３次太田市地域福祉計画では、「ささえ愛 みんなで育む福祉のま

ちづくり おおた ～ともに支え合い、自立を実現する福祉を目指して～」を

基本理念に、身近な人との協力を通じて、地域の問題を「我が事」のようにと

らえ、また、多様化・複雑化している問題に対し、「丸ごと」対応できる地域共

生社会の実現を目指した地域づくりをすすめるため、市民皆さまのご理解とご

協力をお願いいたします。 

 

結びに、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見やご提言をいただきま

した本計画策定委員をはじめ、アンケート調査等にご協力をいただきました市

民の皆さま並びに関係者の皆さまに心から感謝申し上げます。 

 

 

平成３０年３月 

 

                太田市長 



 

 

 



 

 

 

 

 

ごあいさつ 

 

 今日、少子高齢化や地域・家庭のつながりの希薄化

が進むとともに、近年多発する災害への備えや社会的

孤立、子どもの貧困が社会問題になるなど、地域の福

祉課題は複雑かつ顕在化しており、より深刻な状況と

なっております。 

 こうした状況の中、誰もが住み慣れた地域で安全で安心して暮らすことがで

きるまちづくりを進めるために、地域住民をはじめ、行政、福祉、医療、ボラ

ンティア等がネットワークを一層強化し、積極的に社会福祉問題に取り組んで

いくことが重要であると考えます。 

 こういった社会状況の変化や新たな課題に対応するため、平成２５年度に策

定した第２次活動計画の成果や課題を検証し、「わたしがつくる みんなでつく

る ともに支え合うまち おおた」を基本理念とした第３次地域福祉活動計画

を策定いたしました。 

 この計画は、国が推進する生活支援体制整備事業やおおた成年後見支援セン

ターなどの新規事業を軸に、平成３０年度からの５年間に取り組むべき具体的

な活動内容となっています。 

 今後の計画実現に向け、市民の皆様と地域福祉に関わるあらゆる団体と連携

を取りながら進めてまいりたいと考えておりますので、さらなるご協力とご参

加をお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見と多大なご協力を賜りました策

定委員の皆様、アンケートにご協力をいただきました市民の皆様に心より感謝

とお礼を申し上げます。 

 

平成３０年３月 

 

社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 

会長 浅香 重信 
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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

近年、少子化や高齢化、核家族化や価値観の多様化などにより、家庭や地域のつなが

りやコミュニケーションが希薄となっています。それにともない、家庭や地域住民同士

の、助け合いの精神が弱まっている傾向もあります。特に太田市では、市外からの転入

者も多く、新しい住民がスムーズに地域コミュニティへと参加できるよう配慮が必要で

す。また、日本人だけでなく、外国人の転入者も多いため、言葉や文化の違いなどへの

配慮も必要となっています。これらに加え、長い不況により増加している生活困窮者へ

の支援や、世界的にも求められている障がい者の権利擁護も大切です。更に、自殺・虐

待などの原因の多様化・複雑化や老老介護などの新たな社会問題、介護ニーズの多様化

などにも対応が求められています。 

 

個々の課題や問題が多様化・複雑化している現在、措置制度に代表される、かつての

行政による一方向からのサービス提供だけでは、必要とされるきめ細やかなサービスは

困難です。それを実現するには、困っている人をしっかり個人として見つめることがで

きる、「人と人とのつながり」が必要であり、そのためには、市民自身が自らも地域福祉

の主人公であることを理解し、自助・互助の精神をもち、身近な人との協力を通じて福

祉機能や相互扶助機能を充実させていくことが必要です。更に、行政も今までの福祉施

策の充実だけでなく、市民主体の様々な福祉活動を積極的に支援し地域福祉を充実させ

ていくこと、多様な課題を総合的に解決するための体制づくりをしていくことが必要と

なっています。 

 

このため、国では平成 30 年４月に社会福祉法を改正し、国および地方公共団体の責

務として、地域福祉を行う関係機関や活動を健全に発達するよう支援すること、併せて

地域住民の参加を促進することを求めています。また、一億総活躍社会づくりが進めら

れる中、福祉分野においても、地域住民がそれぞれ役割を持ち、支え合いながら自分ら

しく活躍できる地域コミュニティを育成しつつ、行政の福祉サービスと協働していく「地

域共生社会」の実現を目指しています。その実現には、地域住民はその地域の問題を「我

が事」のように捉えることが必要です。そして行政は多様化・複雑化している問題に対

し、それを「丸ごと」受け止められる場を作ることで、一般的な福祉サービスだけでな

く、今までは専門的な知識がないとなかなか利用しにくかった福祉サービスでも、必要

とされる人・地域へと適切に行き渡るよう、支援していくことが必要です。 

 

本市では、保健・医療・福祉分野計画の『自助、互助・共助、公助』の連携を強化し、



序論 第 1 章 計画策定にあたって 

3 

 

地域全体・地域主体の福祉のまちづくりを進めるため、平成 25 年３月に｢太田市第２

次地域福祉計画・地域福祉活動計画｣を策定しました。これらの計画期間が平成 2９年度

をもって終了するため、現在の社会背景、国からの通知や法改正等を踏まえつつ計画の

見直しを行いました。今回は「地域共生社会」の実現を目指し、「我が事・丸ごと」の地

域づくりを進めるため、新たに｢太田市第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画｣を策定

したものです。 

 

 

（社会福祉法（平成 30 年 4 月改正分含む）より抜粋） 

（目的） 

第 1 条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福

祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会

福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の

確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを

目的とする。 

 

（福祉サービスの基本的理念） 

第３条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身

ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

に支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。 

 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、

相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を

営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福

祉の推進に努めなければならない。 

 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世

帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護

状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育

に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービス

を必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上で

の各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行

う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意する

ものとする。 
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●地域福祉の考え方 ～多様化・複雑化する地域課題に対応する取り組み～ 

 

相談と支援

隣近所

自治会

PTA

子ども会

地域に存在する
様々な課題・問題

家族の悩み

我が事友だちの悩み
隣近所の悩み

隣人の悩みを「我が事」
として捉えられる温かい

地域づくり

受け手であり
支え手でもある

「自助～互助」
私たちによる福祉
顔見知りと助け合い

「互助～共助」
地域による福祉

地域の仲間と助け合い

「共助～公助」
市による福祉

多様化・複雑化している
問題を総合的に解決

できる体制へ

社会的背景等による、
多様化・複雑化した問題

複合課題の

丸ごと家庭の中の
とりあえずの

個人

ご近所

地域活動
（自治会等）

民間の
福祉組織

公的な
福祉組織

市役所

地域ボランティア社会福祉協議会 NPO法人

地域包括支援
センター相談支援事業所

地域子育て
支援拠点

利用者支援事業 社会福祉法人 等

受け止める「場」

連携 支援

支援相談と支援

福祉関係

子ども関係

障がい関係

健康関係

みんなで支える
福祉のまちづくり

「人と自然にやさしく、
品格のあるまち太田」

を目指して

その他各課

産業関係

教育関係

農業関係

都市計画関係

その他組織
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２ 計画の位置づけと性格 

（１）地域福祉計画 

 

地域福祉計画は社会福祉法に規定されている計画であり、策定にあたっては各地方

自治体が主体的に取り組むこととなっています。 

 

法第 107 条の規定に基づいた「市町村地域福祉計画」として位置づけられ、平成

26 年・平成 27 年の国通知、平成 29 年 3 月に閣議決定された成年後見制度利用促

進基本計画、及び平成 30 年 4 月に改正される社会福祉法により定められた、生活困

窮者自立支援対策と地域共生社会の実現等を盛り込んだものとします。 

 

また、第 2次太田市総合計画を上位計画とし、現在市において推進している各計画

と整合性を図り、共通の理念に基づき、市民と多くの関係機関との協働により、「地

域共生社会」の実現を目指し、市民の誰もが住み慣れた地域の中で、安心して充実し

た生活を送ることのできる地域社会を築くための指針として位置づけます。 

 

 

（社会福祉法（平成 30 年 4 月改正分含む）より抜粋） 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

１ 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通し

て取り組むべき事項 

２ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

３ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

４ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

５ 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域

住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行

うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するも

のとする。 
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■平成 26 年「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計

画に盛り込む事項」（抜粋） 

（厚生労働省社会援護局 社援発 0327 第 13 号） 

１．生活困窮者自立支援方策の位置づけと地域福祉施策との連携に関する事項 

２．生活困窮者の把握等に関する事項 

３．生活困窮者の自立支援に関する事項 

４．その他の留意事項等 

（１）都道府県地域福祉支援計画に関する留意事項 

（２）福祉事務所未設置の町村に関する留意事項 

（３）計画の策定及び改定に関する留意事項 

 

■平成 27 年「生活困窮者自立支援制度と地域福祉施策との連携について」（抜粋） 

（厚生労働省社会援護局 社援地発 0327 第 14 号） 

１．社会福祉協議会との連携 

２．民生委員・児童委員活動との連携 

３．寄り添い型相談支援事業（よりそいホットライン）との連携 

４．地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業との連携 

５．その他 

 

■成年後見制度の利用の促進に関する法律 第 12 条第 1 項（抜粋） 

政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成

年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画（以下「成年後見制度利用促進基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

 

■成年後見制度の利用の促進に関する法律 第２３条 （抜粋） 

市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見

制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後

見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

■成年後見制度利用促進基本計画（平成 29 年 3 月 24 日閣議決定） 

※政府が講ずる成年後見制度利用促進策の最も基本的な計画であり、市町村の成年後見制度の

利用の促進に関する施策についての基本的な計画のガイドラインである。 

 

■平成 29 年６月公布「社会福祉法 改正案」（平成 30 年 4 月 1 日施行） 

※市町村は、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を実現するため、包括的な支援体制づ

くりをするよう定められている。 
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○太田市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画

○第4次太田市障がい者福祉計画・第５期太田市障がい福祉計画

○太田市子ども・子育て支援事業計画、太田市次世代育成支援行動計画

○太田市健康づくり計画「健康おおた21」

太田市まちづくり基本条例

第2次太田市総合計画

分
野
別
計
画

地域福祉を推進
する共通理念

その他の計画
・太田市地域防災計画
・太田市男女共同参画計画 等

太田市社会福祉協議会の計画

●地域福祉活動計画

連携
（一体的に策定）

●地域福祉計画

太田市の計画
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（２）地域福祉活動計画 

 

地域福祉活動計画は、社会福祉法第 109 条に定められた「社会福祉協議会」が主

体となり、地域住民、地域において社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的

とする事業（福祉サービス）を経営する者等が協働して地域福祉を推進することを目

的とした民間の活動・行動計画です。 

 

 

 

社会福祉協議会について 

社会福祉協議会は社会福祉法第 109 条に規定され、社会福祉を目的とする事業を経営する者及

び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、以下の事業を行うことにより地域福祉の推進を図るこ

とを目的とした団体です。 

○社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

○社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

○社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

○社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

 

社会福祉法より抜粋 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第 109 条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次

に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内

における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、

指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生

保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会

福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施  

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助  

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成  

４ 前 3 号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な

事業 
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（３）地域福祉計画と地域福祉活動計画との関係 

 

地域福祉を計画的・効果的に展開するためには、互助・共助に基づいた地域住民主

体の福祉活動、民間の介護事業者等の福祉サービス機関、ＮＰＯ団体やボランティア

等による地域活動、行政等による公的な福祉サービスが協働し、包括的に支援してい

く仕組みづくりが必要です。 

 

行政の地域福祉の指針である「地域福祉計画」と、地域福祉に関わる個人・組織の

具体的な活動内容を定める「地域福祉活動計画」は、目的を同じくし、相互に関係し

合いながら地域福祉が推し進められていくため、これら計画を一体的に策定すること

で、強い連携でより効率よくそれぞれの事業を進めることが可能となります。 

 

• 個別計画への指針
• 地域、地域福祉活動団体

等との公民協働の仕組み

• 社会福祉関係者や住民の
意思による事業展開

• 民間相互の協働の仕組み

太田市
地域福祉計画
（市の事業計画）

太田市
社会福祉協議会
地域福祉活動計画
（民間の活動計画）

• 公的な支援による民間活動
• 民間活動の整備基盤

「公民協働」の
取り組み

公民一体となった
地域における福祉課題の解決

事業委託
活動支援

協働

協働

公的事業
（個別計画）

民間事業

共同事業
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３ 計画の期間 

 

計画の期間は、平成 30年度から平成 34 年度までの 5 年間とします。 

 

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

第2次計画 太田市第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画 第4次計画へ

↑調査
見直し

↑調査
見直し

太田市第2次総合計画 第3次計画へ
 

 

 

４ 計画の策定手法 

 

この計画を地域の実情にあった、より具体的なものにするためには、地域住民自らが

抱える生活課題や福祉課題、地域における身近な問題を明らかにすることが必要です。

また、地域福祉を効果的に推進するためには、保健、福祉分野、生活分野まで幅広い対

応が必要であり、市においても太田市社会福祉協議会等と連携した、全庁的な取り組み

が必要になります。 

 

この計画の策定にあたっては、市民の実態を把握し、市民の視点を取り入れることか

ら全庁的な施策の検討まで、次の体制により計画策定に取り組みました。 

 

●市民意識調査の実施 

●庁内検討チームの設置 

●策定委員会の設置 

●パブリックコメントの実施

 



序論 第２章 太田市の現状 

11 

 

第２章 太田市の現状 

 

１ 少子化・高齢化の進行 

 

（１）総人口と１世帯あたり人口 

 

市の総人口は、平成 25年から平成 29 年にかけてやや増加し、平成 29年 3 月末

日現在では 223,786 人となっています。しかし、1 世帯あたりの人口は減少傾向に

あり、核家族化が進行していることがわかります。 

 

 

111,818 112,402 113,070 113,605 113,853 

109,373 109,586 109,697 109,935 109,933 

221,191 221,988 222,767 223,540 223,786 

2.53 2.49 2.46 2.42 2.38 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

１
世
帯
あ
た
り
人
口
（
人
）

人
口
（
人
）

男性 女性 １世帯あたり人口
 

 

出典：住民基本台帳（各年３月末日） 
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（２）年齢構成（年齢３区分別） 

 

年齢 3 区分別の人口構成は、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口（15～64

歳）の割合がやや減少している中、高齢者人口（65 歳以上）は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（各年３月末日） 

 

（３）人口ピラミッド 

 

平成 29 年 3月末日現在の人口ピラミッドを見ると、年少人口が少なく将来の人口

減少が予測される「つぼ型」となっています。年齢階層別の人口規模では、65～69

歳のいわゆる「団塊の世代」と、その子の世代で 40～44 歳のいわゆる「第二次ベビ

ーブーム世代」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（平成 29 年３月末日） 

4,879 
5,617 
5,697 

6,020 
6,537 

6,889 
7,105 
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9,579 
9,112 
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5,487 

5,049 
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7,148 
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8,893 

7,005 
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4,040 
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1,588 
516 

77 
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02,5005,0007,50010,000

０歳～４歳

５歳～９歳

10歳～14歳

15歳～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳～94歳

95歳～99歳

100歳以上

男 女

① 15.0%

14.8%

14.6%

14.3%

14.2%

② 62.9%

62.1%

61.6%

61.2%

61.1%

③ 22.2%

23.1%

23.8%

24.5%

24.7%

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

① 年少人口（0～14歳） ② 生産年齢人口（15～64歳）

③ 高齢者人口（65歳以上）
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（４）合計特殊出生率 

 

また、市の合計特殊出生率は、平成２５年を頂点に減少傾向にありますが、県や国

と比較すると、やや高い値を維持しています。 

 

1.52

1.57

1.54

1.51 1.51

1.39
1.41

1.44
1.49

1.48

1.41
1.43

1.42

1.45 1.44

1.2
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1.5

1.6

1.7

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

合
計
特
殊
出
生
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太田市 群馬県 全国
 

 

出典：厚生労働省 人口動態統計 平成２８年（確定） 
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２ 要介護認定者数の推移 

 

（１）要介護等認定者数、要介護認定率（第１号被保険者） 

 

 市の第 1 号被保険者（65 歳以上）の要支援・要介護認定者数の推移は、平成２５

年から平成 29 年にかけて増加しつづけています。平成 29 年の認定者数は 8,480 人

で、平成 25年に比べ 1,328 人の増加となっています。 

 

①

766
791 816 901 1,013

②

843
886 919 942 938

③

1,307
1,462 1,539

1,644 1,652

④

1,317

1,345 1,310
1,469

1,547

⑤

1,150

1,166
1,334

1,336
1,352

⑥

897

963
979

1,019
1,071

⑦

872

899
918

873
907

7,152

7,512
7,815

8,184
8,480

15.0% 15.1% 15.1% 15.3% 15.5%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

0

2,500

5,000

7,500

10,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

介
護
認
定
率
（
％
）

介
護
認
定
者
数
（
人
）

① 要支援１ ② 要支援２ ③ 要介護１ ④ 要介護２

⑤ 要介護３ ⑥ 要介護４ ⑦ 要介護５ 介護認定率
 

出典：長寿あんしん課（各年３月末日） 

 

介護認定率（％）＝ 

 

要支援・要介護認定者数 
× １００ 

第 1 号被保険者数 
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３ 障害者手帳所持者数の推移 

 

（１）障害者手帳所持者数（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳） 

 

 市の各障害者手帳所持者数は、平成 25 年から平成 29 年にかけてやや増加してい

ます。 

 

 身体障害者手帳所持者数は、平成 25 年から平成 29 年にかけ 235 人の増加、同

様に精神障害者保健福祉手帳所持者は 293 人の増加、療育手帳所持者数は 185 人の

増加となっております。 

 

 平成 29 年 3 月末日現在の総人口に占める各障害者手帳所持者数の割合をみると、

身体障害者手帳で 3.0％、精神障害者保健福祉手帳で 0.5％、療育手帳で 0.7％とな

っています。 

 

 

①

6,560
6,642 6,691 6,724 6,795

② 848 933 1,023 1,071 1,141

③

1,309
1,349 1,391 1,440 1,494

8,717
8,924 9,105 9,235

9,430

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

手
帳
所
持
者
数
（
人
）

① 身体障害者手帳 ② 精神障害者保健福祉手帳 ③ 療育手帳
 

出典：障がい福祉課（各年 3 月末日） 
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４ 日常的な関わりの必要性のある人の増加 

 

（１）高齢者のみ世帯の推移と構成比 

 

市の高齢者単身世帯の推移は、平成 17 年から 27 年にかけて 3,365 世帯増加して

います。平成 27 年では、総世帯数に占める高齢者単身世帯の割合が 3.4 ポイント増

加し、8.3％となっています。高齢者夫婦のみ世帯も同様に増加し、平成 27 年では総

世帯数に占める割合が 9.2％と、高齢者単身世帯を含めると 17.5％となっています。 

 

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比
77,476 100.0% 81,317 100.0% 86,103 100.0%

65歳以上の高齢者がいる世帯 24,264 31.3% 28,717 35.3% 33,831 39.3%
高齢者単身世帯 3,804 4.9% 5,222 6.4% 7,169 8.3%
高齢者夫婦のみ世帯 4,396 5.7% 5,881 7.2% 7,895 9.2%
その他世帯 16,064 20.7% 17,614 21.7% 18,767 21.8%

53,212 68.7% 52,600 64.7% 52,272 60.7%
出典：国勢調査（各年10月1日）

平成27年

総世帯数

高齢者のいない世帯

平成17年 平成22年

 

 

. 
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５ 生活困窮者の状況 

 

（１）被保護世帯数・人員数、保護率の推移 

 

 市の生活保護世帯数は、平成 25 年から 29 年にかけて 227 世帯の増加となって

います。総世帯数に占める生活保護世帯数の割合である生活保護率も上昇しており、

平成 29 年においては 0.50％となっております。 

702

782
826

879
929

0.38 
0.43 0.45 

0.48 0.50 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0

200

400

600

800

1,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

生
活
保
護
率
（
％
）

生
活
保
護
世
帯
数
（
世
帯
）

生活保護世帯数 生活保護率
 

出典：社会支援課（各年 3 月末日） 
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６ 市民意識調査からみえる課題 

 

第 3 次太田市地域福祉・地域福祉活動計画の策定にあたって、地域福祉に関する市民

の実態や意識、要望・意見などを把握し、計画策定の基礎資料を得ることを目的として、

平成 29 年 10 月に市民意識調査を実施しました。 

 

区分 調査票配布数 有効回収数 有効回収率 

市内在住の 18 歳以上の男女 2,000 852 42.6% 

 

（１）回答者の属性 

 

 市民意識調査の回答者は、「男性」が 48.9％、「女性」が 50.1％と、性別において

ほぼ均等の回答者数を得られました。また、年齢構成は、「60歳代」が最も多く19.5％、

次いで「70歳代」が 19.0％、「40 歳代」が 17.6％と続いています。 

 

■性別 

 

男性

(n=417), 

48.9%

女性

(n=427), 

50.1%

無回答

(n=8), 

0.9%

 
■年齢構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.5%

8.5%

19.0%

19.5%

14.1%

17.6%

12.7%

8.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

無回答(n=4)

80歳以上(n=72)

70歳代(n=162)

60歳代(n=166)

50歳代(n=120)

40歳代(n=150)

30歳代(n=108)

18歳～20歳代(n=70)
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 回答者の居住年数は、「20 年以上」が 62.6％と過半数を占めています。 

 

■居住年数 

 

0.2%

62.6%

18.2%

7.5%

6.7%

3.2%

1.6%

0% 15% 30% 45% 60% 75%

無回答(n=2)

20年以上(n=533)

10年以上～20年未満(n=155)

５年以上～10年未満(n=64)

２年以上～５年未満(n=57)

１年以上～２年未満(n=27)

１年未満(n=14)

 
 

（２）回答者自身や家族の生活について 

 

 「高齢期」の過ごし方について、前回同様に「趣味や余暇を楽しみたい」が最も多

くなりました。また、「経済的に自立するために、現役同様に働きたい」「特に何もし

ないでのんびりと過ごしたい」が増加しました。 

 ※WHO（世界保健機構）では、「高齢期」を年齢が 65 歳以上の期間としています。 

 

■「高齢期」の過ごし方（前回比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.8%

4.2%

2.7%

7.4%

5.8%

6.9%

44.4%

17.5%

9.2%

2.5%

-

2.3%

12.8%

5.0%

5.0%

44.1%

16.3%

11.9%

0% 15% 30% 45%

無回答

わからない

その他

特に何もしないでのんびりと過ごし

たい

地域に貢献できるようなボランティア

活動などをしたい

知識や教養を高め自分自身の向上に努

めたい

趣味や余暇を楽しみたい

収入にこだわらないが、働くことは継

続していきたい

経済的に自立するために、現役同様に

働きたい

平成29年(n=852)

平成24年(n=779)

経済的に自立するために、現役同様に
働きたい 
 
収入にこだわらないが、働くことは継
続していきたい 
 
趣味や余暇を楽しみたい 
 
 
知識や教養を高め自分自身の向上に努
めたい 
 
地域に貢献できるようなボランティア
活動などをしたい 
 
特に何もしないでのんびりと過ごし
たい 
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 また、悩みや不安については、「自分や家族の健康のこと」が最も多く 60.7％、次

いで「自分や家族の老後のこと」55.2％、「経済的な問題」40.7％となりました。 

 

■悩みや不安（前回比較） 

 

1.8%

5.3%

2.1%

1.8%

20.3%

7.7%

12.3%

6.8%

38.8%

28.6%

15.4%

9.1%

52.1%

60.1%

1.6%

-

3.6%

2.0%

18.3%

8.1%

10.8%

9.3%

40.7%

32.5%

14.4%

10.2%

55.2%

60.7%

0% 15% 30% 45% 60% 75%

無回答

悩みや不安はない

その他

人権問題に関すること

災害時の備えに関すること

地域の治安のこと

住宅のこと

隣近所との関係

経済的な問題

介護の問題

子育てに関すること

生きがいに関すること

自分や家族の老後のこと

自分や家族の健康のこと

平成29年(n=852)

平成24年(n=779)

 

※平成 29 年は「悩みや不安はない」の選択はなし 
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（３）隣近所や地域との関わりについて 

 

 また、近所づきあいの程度を年代別に見ると、年代が上がるほど「非常に親しく付

き合っている」「親しく付き合っている」の割合が増加し、70 歳以上では 5 割を超え

ています。 

 

 地域の人とのかかわりについては、年代と比例して関わりを深くしたいと考えてい

る傾向があり、若年層の意識をいかに高めるかが課題として挙げられます。 

 

■近所との付き合い（年代別） 

 

① 5.6%

1.7%

1.2%

4.3%

② 47.9%

24.5%

17.8%

11.4%

③ 41.0%

65.4%

67.4%

68.6%

④ 4.7%

7.0%

12.8%

14.3%

⑤

0.9%

1.4%

0.8%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%

70歳以上

(n=234)

50～60歳代

(n=286)

30～40歳代

(n=258)

18～20歳代

(n=70)

① 非常に親しく付き合っている ② 親しく付き合っている

③ あいさつをする程度のつきあい ④ 付き合いは、ほとんどない

⑤ 無回答  
 

■地域の人との関わり（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 3.0%

0.7%

1.9%

② 68.4%

61.5%

57.8%

51.4%

③

6.4%

14.3%

14.0%

17.1%

④ 13.7%

11.9%

10.9%

12.9%

⑤ 1.3%

3.1%

2.7%

⑥ 2.6%

5.6%

9.7%

14.3%

⑦ 1.7%

1.0%

1.2%

4.3%

⑧

3.0%

1.7%

1.9%

0% 25% 50% 75% 100%

70歳以上

(n=234)

50～60歳代

(n=286)

30～40歳代

(n=258)

18～20歳代

(n=70)

① 心から打ち解けられる関係を築きたい
② 隣近所との付き合いや助け合いは大切にしたい
③ 地域の人と協力し合い、地域をよくする活動に取組みたい
④ 隣近所など地域の人には期待しないで、自分のことは自分で行う
⑤ 隣近所など地域の人との関わりを持ちたくない
⑥ 隣近所など地域の人との関わりについて興味がない
⑦ その他
⑧ 無回答

18～20 歳代 
(n=70) 

30～40 歳代 
(n=258) 

50～60 歳代 
(n=286) 

70 歳以上 
(n=234) 

18～20 歳代 
(n=70) 

30～40 歳代 
(n=258) 

50～60 歳代 
(n=286) 

70 歳以上 
(n=234) 
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（４）地域福祉に対する考え方について 

 

 支援を必要としている方への支援については、「支援をしたいが、自分のことが精一

杯でその余裕がない」が最も多く 34.2％、次いで「近所に住む者として、できる範囲

で支援したい」が 28.2％、「支援をしたいが、何をすればいいのかわからない」が

14.0％となっています。また、「余計なお世話になってしまうので、支援はしない」

との回答が前回の 7.6％から 13.8％へ大きく増加しました。 

 

■支援を必要としている方への支援（前回比較） 

 

2.4%

10.4%

3.0%

7.6%

1.8%

34.4%

12.3%

28.1%

3.1%

-

2.7%

13.8%

4.1%

34.2%

14.0%

28.2%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

わからない

その他

余計なお世話になってしまうので、支援

はしない

支援は市役所などがやる仕事なので、近

所の者がしなくてもよい

支援をしたいが、自分のことで精一杯で

その余裕がない

支援をしたいが、何をすればいいのかわ

からない

近所に住む者として、できる範囲で支援

したい

平成29年(n=852)

平成24年(n=779)

 

※平成 29 年は「わからない」の選択はなし 

 

近所に住む者として、できる範囲で支援
したい 

支援をしたいが、何をすればいいの
かわからない 

支援をしたいが、自分のことで精一杯で
その余裕がない 

支援は市役所などがやる仕事なので、近
所の者がしなくてもよい 

余計なお世話になってしまうので、支援
はしない 
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 住民相互の協力関係について年代別に見ていくと、年代が上がるにつれ協力関係の

必要性を感じています。 

 

■住民相互の協力関係（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 74.4%

74.8%

68.2%

61.4%

② 5.6%

3.8%

4.3%

7.1%

③

15.0%

19.2%

27.5%

31.4%

④ 5.1%

2.1%

0% 25% 50% 75% 100%

70歳以上

(n=234)

50～60歳代

(n=286)

30～40歳代

(n=258)

18～20歳代

(n=70)

① 協力関係は必要だと思う ② 協力関係は必要と思わない

③ わからない ④ 無回答

18～20 歳代 
(n=70) 

30～40 歳代 
(n=258) 

50～60 歳代 
(n=286) 

70 歳以上 
(n=234) 
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（５）福祉サービスに対する意識について 

 

 家族に福祉サービスが必要になった場合の考えを年代別に見ていくと、「家族だけで

介護をする」「家族が中心となって介護をするが、足りないところは福祉サービスを利

用する」「積極的に福祉サービスを利用して在宅で介護をする」といった、家庭内で介

護をするという考え方は若い年代ほど多く、一方「福祉施設で介護してもらいたい」

といった、家庭以外で介護をするという考え方は年代が上がるほど増えています。 

 

■福祉サービスが必要になった場合の考え（年代別） 

 

 

 

① 1.7%

1.4%

0.8%

② 49.6%

46.2%

58.9%

70.0%

③ 19.7%

26.6%

24.0%

14.3%

④ 23.5%

23.1%

13.6%

11.4%

⑤ 1.3%

1.4%

2.7%

4.3%

⑥

4.3%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%

70歳以上

(n=234)

50～60歳代

(n=286)

30～40歳代

(n=258)

18～20歳代

(n=70)

① 家族だけで介護をする

② 家族が中心となって介護をするが、足りないところは福祉サービスを利用する

③ 積極的に福祉サービスを利用して在宅で介護をする

④ 福祉施設で介護してもらいたい

⑤ その他

⑥ 無回答

18～20 歳代 
(n=70) 

30～40 歳代 
(n=258) 

50～60 歳代 
(n=286) 

70 歳以上 
(n=234) 
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 また、今後の福祉のあり方について年代別に見ていくと、「互助」である「福祉は行

政に頼らず、地域住民の助け合いにより行うべきである」がどの年代でも極めて低く、

「自助」である「福祉が必要になった場合は、自分や家族、親戚が面倒をみればよい」

も低くなっています。しかし「公助」である「福祉は、国や県、市町村といった行政

の責任で行うべきである」と、「共助」である「福祉は行政の支援のもとに、地域住民

の助け合いを中心に行うべきである」は、「18～20 歳代」「70 歳以上」では「共助」

の考え方が強く、「30～40 歳代」「50～60 歳代」は「公助」の考え方が強い結果と

なりました。 

 

■今後の福祉のあり方（年代別） 

 

① 5.1%

2.8%

5.4%

5.7%

② 33.3%

45.8%

41.5%

32.9%

③ 50.0%

43.0%

40.3%

45.7%

④

1.7%

1.4%

0.8%

⑤ 3.8%

5.2%

10.1%

11.4%

⑥

6.0%

1.7%

1.9%

4.3%

0% 25% 50% 75% 100%

70歳以上

(n=234)

50～60歳代

(n-286)

30～40歳代

(n=258)

18～20歳代

(n=70)

① 福祉が必要になった場合は、自分や家族、親戚が面倒をみればよい

② 福祉は、国や県、市町村といった行政の責任で行うべきである

③ 福祉は行政の支援のもとに、地域住民の助け合いを中心に行うべきである

④ 福祉は行政に頼らず、地域住民の助け合いにより行うべきである

⑤ その他

⑥ 無回答
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18～20 歳代 
(n=70) 

30～40 歳代 
(n=258) 

50～60 歳代 
(n=286) 

70 歳以上 
(n=234) 
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（６）生活困窮者自立支援制度について 

 

 生活困窮者自立支援制度の認知度について、「知っている」「聞いたことはあるが内

容はよく知らない」は年代が上がるほど増える傾向にあります。また、職業別に見て

いくと、「学生」「会社員」が半数を下回っています。 

 

■「生活困窮者自立支援制度」の認知度（年代別） 

 

① 9.4%

12.9%

8.1%

11.4%

② 53.0%

39.5%

34.5%

24.3%

③ 33.3%

46.2%

56.6%

64.3%

④ 4.3%

1.4%

0.8%

0% 25% 50% 75% 100%

70歳以上

(n=234)

50～60歳代

(n=286)

30～40歳代

(n=258)

18～20歳代

(n=70)

① 知っている ② 聞いたことはあるが内容はよく知らない ③ 知らない ④ 無回答
 

 

■「生活困窮者自立支援制度」の認知度（職業別） 

 

① 13.3%

9.5%

12.6%

12.5%

5.8%

23.3%

9.9%

12.9%

② 33.3%

52.3%

40.0%

16.7%

44.2%

33.3%

30.8%

51.6%

③ 53.3%

35.2%

43.7%

70.8%

48.3%

43.3%

58.6%

33.9%

④

0.0%

3.0%

3.7%

0.0%

1.7%

0.0%

0.8%

1.6%

0% 25% 50% 75% 100%

その他

(n=15)

無職

(n=199)

専業主婦

(n=135)

学生

(n=24)

パート・アルバイト

(n=120)

公務員・団体職員

(n=30)

会社員

(n=263)

自営業

(n=62)

①知っている ②聞いたことはあるが内容はよく知らない ③知らない ④無回答
 

 

18～20 歳代 
(n=70) 

30～40 歳代 
(n=258) 

50～60 歳代 
(n=286) 

70 歳以上 
(n=234) 

自営業 

(n=62) 

会社員 

(n-263) 

公務員・団体職員 

(n=30) 

パート・アルバイト 

(n=120) 

学生 

(n=24) 

専業主婦 

(n=135) 

無職 

(n=199) 

その他 

(n=15) 



序論 第２章 太田市の現状 

27 

 

（７）民生委員・児童委員や太田市社会福祉協議会について 

 

 民生委員・児童委員の認知度は、前回と同様 4 割弱が「知っている」との結果とな

りました。 

 

また、太田市社会福祉協議会の認知度は、「名前も活動の内容も知っている」「名前

は聞いたことがあるが、活動の内容は知らない」を合わせると 65.3％となり、前回の

62.7％よりも 2.6％上昇しました。 

 

■民生委員・児童委員の認知度 

 

① 37.6%

37.1%

② 60.1%

61.6%

③ 2.3%

1.3%

0% 25% 50% 75% 100%

平成24年(n=779)

平成29年(n=852)

① 知っている ② 知らない ③ 無回答
 

 

■「太田市社会福祉協議会」の認知度 

 

① 10.7%

14.7%

② 52.0%

50.6%

③ 33.9%

33.3%

④

3.5%

1.4%

0% 25% 50% 75% 100%

平成24年(n=779)

平成29年(n=852)

① 名前も活動の内容も知っている

② 名前は聞いたことがあるが、活動の内容は知らない

③ 名前も活動の内容も知らない

④ 無回答
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（８）ボランティア活動や福祉教育について 

 

 ＮＰＯ法人やボランティアの活動への参加経験については、「地域の行事のお手伝

い」が最も多く 28.3％、次いで「環境美化に関する活動」18.1％、「高齢者に関する

活動」7.6％となっています。しかし前回同様、「参加したことはない」が半数近くを

占めています。 

 

■ＮＰＯ法人やボランティアの活動への参加経験 

 

5.6%

50.7%

1.4%

24.8%

3.3%

2.7%

1.8%

18.5%

5.4%

4.4%

4.9%

4.5%

8.9%

6.0%

49.4%

-

28.3%

3.3%

1.4%

1.1%

18.1%

4.8%

4.1%

4.1%

5.6%

7.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

参加したことはない

その他

地域の行事のお手伝い

災害時の救援などに関する活動

国際交流に関する活動

福祉のまちづくりに関する活動

環境美化に関する活動

青少年に関する活動

保健医療に関する活動

子育てに関する活動

障がいのある人に関する活動

高齢者に関する活動

平成29年 平成24年
 

※平成 29 年は「その他」の選択はなし 
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■今後のＮＰＯ法人やボランティアの活動への参加 

 

6.8%

-

23.7%

5.4%

27.5%

17.8%

5.5%

7.8%

21.7%

5.6%

6.9%

11.9%

7.3%

17.8%

8.0%

25.4%

-

-

35.8%

17.1%

5.0%

8.3%

19.8%

5.4%

5.3%

13.3%

8.6%

17.1%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

参加したくない

参加したい活動はない

その他

地域の行事のお手伝い

災害時の救援などに関する活動

国際交流に関する活動

福祉のまちづくりに関する活動

環境美化に関する活動

青少年に関する活動

保健に関する活動

子育てに関する活動

障がいのある人に関する活動

高齢者に関する活動

平成29年 平成24年
 

※平成 24 年は「参加したくない」の選択はなし、平成 29年は「その他」「参加した

い活動はない」の選択はなし 
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（９）災害時の対応について 

 

 避難行動要支援者制度の認知度について年代別に見ると、年代が上がるにつれ「知

っている」「聞いたことがあるが内容はよく知らない」の割合が増えていますが、「70

歳以上」においても 48.3％と半数を下回っています。 

 

■「避難行動要支援者制度」の認知度 

 

① 12.0%

5.2%

4.3%

5.7%

② 36.3%

23.1%

20.5%

4.3%

③ 44.9%

67.5%

73.6%

90.0%

④ 6.8%

4.2%

1.6%

0% 25% 50% 75% 100%

70歳以上

(n=234)

50～60歳代

(n=286)

30～40歳代

(n=258)

18～20歳代

(n=70)

① 知っている

② 聞いたことがあるが内容はよく知らない

③ 知らない

④ 無回答
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18～20 歳代 
(n=70) 

30～40 歳代 
(n=258) 

50～60 歳代 
(n=286) 

70 歳以上 
(n=234) 
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（10）今後の行政運営について 

 

 福祉サービスの水準と費用負担の関係について年代別に見ていくと、どの年代でも、

負担が増えても止むを得ないという回答である「サービスは現在の水準をさらに充実

させる必要があり、税や社会保険料の負担が大幅に増えても仕方がない」「サービスは

現在の水準を維持するべきであり、税や社会保険料の負担が多少増えても仕方がない」

は、サービスが低下しても止むを得ないという回答である、「基本的にはサービスは水

準を維持すべきだが、実施効果の小さいサービスについては縮小・削減し、応分の費

用負担にすべきである」「税や社会保険料の負担が増えるのは困るので、多少サービス

水準が下がっても仕方がない」よりも少ない傾向があります。 

 

■福祉サービスの水準と費用負担の関係について（年代別） 

 

① 4.3%

7.7%

7.0%

2.9%

② 29.5%

28.0%

21.3%

20.0%

③ 25.6%

34.3%

47.7%

40.0%

④ 13.7%

8.0%

5.0%

2.9%

⑤ 3.0%

4.9%

7.0%

4.3%

⑥15.8%

12.6%

10.5%

25.7%

⑦

8.1%

4.5%

1.6%

4.3%

0% 25% 50% 75% 100%

70歳以上

(n=234)

50～60歳代

(n=286)

30～40歳代

(n=258)

18～20歳代

(n=70)

① サービスは現在の水準をさらに充実させる必要があり、税や社会保険料の負担

が大幅に増えても仕方がない
② サービスは現在の水準を維持するべきであり、税や社会保険料の負担が多少増

えても仕方がない

③ 基本的にはサービスは水準を維持すべきだが、実施効果の小さいサービスにつ

いては縮小・削減し、応分の費用負担にすべきである

④ 税や社会保険料の負担が増えるのは困るので、多少サービス水準が下がっても

仕方がない

⑤ その他

⑥ わからない

⑦ 無回答

 

 

 

18～20 歳代 
(n=70) 

30～40 歳代 
(n=258) 

50～60 歳代 
(n=286) 

70 歳以上 
(n=234) 
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７ 太田市社会福祉協議会 

 

（１）太田市社会福祉協議会 

 

社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条に基づき、社会福祉の増進を図ることを

目的に全国・都道府県・市区町村のそれぞれに組織されています。 

 

太田市社会福祉協議会は、平成１７年３月２８日に旧４市町（太田市・尾島町・新

田町・藪塚本町）が合併し、新太田市社会福祉協議会として誕生しました。 

 

現在の事務所は、本所（太田市福祉会館内）及び西部支所（新田福祉総合センター

内）を置き、太田市行政をはじめ関係機関、団体、施設、そして多数の市民の方々の

ご支援ご協力を得ながら運営、地域福祉の推進を行っています。 
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（２）太田市社会福祉協議会の組織 

 

社会福祉の活動を一部の専門家や関係行政機関、社会福祉関係者による活動にとど

めず、福祉問題をかかえている人たちを中心にし、地域福祉の主体である住民がその

福祉問題を自ら解決し、活動を展開できるよう組織面においても住民の意思が反映さ

れるしくみになっています。 

 

役員には、区長、民生委員・児童委員、市議会議員、ボランティア、老人クラブ、

障がい者団体、社会福祉施設など地域の代表者や行政関係者、学識経験者などによっ

て組織され、皆さんの声が反映されるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会 評議員会
運営の健全性を
チェック

事務局長

企画総務グループ

地域福祉グループ

西部支所

高齢者無料職業紹介所
福祉人材バンク

自立相談支援センター

尾島健康福祉増進センター

スワン太田

太田市ボランティアセンター

東部みまもりセンター

西部みまもりセンター
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（３）太田市社会福祉協議会の主な事業 

 

・啓発宣伝事業の実施 

・地区社協活動の支援 

・福祉ふれあいスポーツ大会ふれあい部門の開催 

・社会福祉大会の受託運営 

・日常生活自立支援事業の受託運営 

・おおた成年後見支援センター事業の実施 

・住民支え合いネットワーク事業の実施 

・ボランティアセンターの運営 

・スワン太田就労継続支援 A 型事業所の運営 

・福祉関係団体等への支援 

・小口生活資金、生活福祉資金貸付事業の実施 

・生活困窮者自立相談支援事業の受託運営 

・生活支援体制整備事業の受託実施 

・高齢者地域福祉自立支援事業の受託運営 

・友愛訪問事業の実施 

・介護用紙おむつ給付事業の受託運営 

・在宅ねたきり老人等出張理容サービス事業の受託運営 

・ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業の実施 

・高齢者、障がい者、子育てサロン事業の推進 

・福祉用具、福祉自動車貸出事業の実施 

・コミュニケーション支援事業の受託運営 

・民生委員・児童委員協議会活動への協力 

・心配ごと相談、専門相談、無料法律相談事業の実施 

・高齢者無料職業紹介所の運営 

・福祉人材バンクの受託運営 

・赤い羽根共同募金、歳末たすけあい運動の実施 

・善意銀行の運営 

・緊急援護物資の支給 

・収益事業（太田献血ルームの賃貸）の実施 

・屋内ゲートボール場「すぱーく太田」の管理運営 

・太田市福祉会館、新田福祉総合センター、尾島健康福祉増進センターの指定管理の

受託 

 



序論 第２章 太田市の現状 

35 

 

８ 関係団体等の状況 

 

（１）民生委員・児童委員の活動 

 

民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣からの委嘱を受けたボ

ランティアです。社会福祉の増進のために、常に市民の立場に立って、援助を必要と

する方々に対し、生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。 

 

また、民生委員・児童委員は児童福祉法によって児童委員も兼ねており、地域の子

どもや妊産婦等の福祉等の向上のため必要な相談・援助を行っています。 

 

民生委員・児童委員には、一定の区域を担当する民生委員・児童委員と、児童福祉

に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。 

 

■区域担当民生委員・児童委員の活動 

・住民の生活状態を把握 

・援助を必要とする方に対する相談、助言 

・福祉サービスを利用する方への支援 

・社会福祉を目的とする事業を経営する者や福祉活動を行う者との連携とその活動の支援 

・生活福祉資金の貸付制度に対する協力 

・児童の健全育成のための地域活動 

・児童虐待防止の取り組み 

・関係機関への意見具申 

・保護の必要な児童等を発見した場合の連絡通報 

地区民生委員協議会 12協議会

区域担当 348人
主任児童委員 25人
合計 373人

平成29年３月末日現在

太田市民生児童委員協議会

民生委員・児童委員

 

 

■各種委員会・会議等 

・自立支援研究委員会 

・地域福祉研究委員会 

・子ども福祉研究委員会 

・主任児童委員連絡会議 



序論 第２章 太田市の現状 

36 

 

（２）自治組織（区長会） 

 

 本市の区長会は地域で互いに支え合い、明るく住みやすい暮らしができるための役

割を担っており、地域福祉の基盤にもなっています。地域内住民とのパイプ役を務め

るとともに、地区内の自主防災をはじめ幅広く地域活動に携っています。 

 

地区 16地区
行政区・区長 199区・人
区長代理 285人

区長会

平成29年4月1日  

 

（３）児童館・こども館・放課後児童クラブ・こどもプラッツ 

 

 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とし

た「児童館」を各地区に設置し、こども館とともに地域の児童健全育成の拠点として

重要な役割を担っています。 

 

 小学校に在籍する児童について、保護者が仕事等により昼間家庭に居ない場合に、

授業終了後、児童を預かり適切な遊びや生活指導を行うことにより、児童の健全な育

成を図るとともにその保護者を支援することを目的とした「放課後児童クラブ」を学

校区ごとに設置しています。 

 

 放課後等において、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、小学校

の余裕教室等を利用して、子どもたちの安全・安心な活動場所の確保を図るため「こ

どもプラッツ」を実施しています。この事業は、地域の方々の参画を得て行い、次世

代を担う子どもたちの健全育成と地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づく

りを推進しています。 

 

放課後児童クラブ 55クラブ
こどもプラッツ 20校
児童館 15館
こども館 1館

平成２９年３月末日現在

児童館・放課後児童クラブ等
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（４）老人クラブ 

 

老人クラブでは仲間作りを通して、生きがいと健康づくりのため、グラウンドゴル

フ・ゲートボールなどのスポーツや様々な文化活動を行い、潤いのある生活を目指し

活動を行っています。 

 

老人クラブ支部 12支部
老人クラブ 118クラブ
老人クラブ会員 7,260人

平成29年３月末日現在

老人クラブ

 

 

（５）社会福祉法人 

 

社会福祉法人は、社会福祉法第 24 条に定められた、社会福祉事業を行うことを目

的として設立された法人で、支援を必要とする市民に対して、無料又は低額な料金で

福祉サービスを積極的に提供することを求められています。 

 

子ども・障がい者・高齢者福祉などの分野で、市内に 59 法人が活動しております。 

 

子ども関係団体 37法人
障がい者関係団体 7法人
高齢者関係団体 12法人
その他団体 3法人
合計 59法人

平成29年10月1日現在
県管轄団体を含む

社会福祉法人

 

 

（６）ＮＰＯ法人 

 

ＮＰＯ法人は民間の非営利組織で、様々な社会貢献活動を自発的に行う組織です。

特定非営利活動促進法で定める分野に限り法人設立が認められています。 

 

保健・医療・福祉や文化・芸術・スポーツなどの分野で、市内に 93 法人が活動し

ておりまず。 

 

法人数 93法人
平成29年３月末日現在

NPO法人
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（７）ボランティア 

 

太田市のボランティア活動は、福祉活動や社会貢献等への関心が高く、地域福祉の

向上の原動力となっております。太田市社会福祉協議会では、ボランティアセンター

を開設し、ボランティアの総合的な窓口として、相談、登録、地域ニーズの把握・斡

旋、情報提供、育成支援などを実施しています。 

 

個人
登録数
（人）

団体
登録数
（団体）

構成員
延べ人数
（人）

ボランティア
活動保険

加入者数（人）
太田市社会福祉協議会
ボランティアセンター 82 181 2,843 6,006

※上記は太田市社会福祉協議会登録の情報のみ
平成29年３月末日現在
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 圏域の考え方 

 

 地域福祉を推進するためには、様々な活動圏域が地域に存在する中で、市全体の大き

な圏域から、隣近所といった小さな圏域まで、それぞれの圏域に応じた推進体制を整備

し、効果的な地域福祉活動を展開することが必要です。 

 

 このため、この計画を推進するにあたっては、３段階の圏域を設定し、それぞれの圏

域に応じた機能や役割、体制等を整備していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大圏域（市全体のエリア）

中圏域（市内を12地区に分けたエリア）

小圏域（行政区等）

【市内各地域との連携、専門性の高い、総合的・広域的な展開】

主体：行政・太田市社会福祉協議会・サービス提供事業者 等

【行事や地域交流、防災防犯・見守り活動の体制化、

小規模・地域密着福祉サービス提供 等】

主体：行政・太田市社会福祉協議会・サービス提供事業者 等

【住民の自主的参加・活動、あいさつ・声かけ・

見守り等近所の支え合い 等】

主体：住民、隣近所 等（最も身近な単位）

中圏域 地区
１圏域 太田地区

２圏域 九合地区

３圏域 沢野地区

４圏域 韮川地区

５圏域 鳥之郷地区

６圏域 強戸地区

７圏域 休泊地区

８圏域 宝泉地区

９圏域 毛里田地区

10圏域 尾島地区

11圏域 新田地区

12圏域 藪塚本町地区

小圏域の例：太田地区の行政区

１丁目 ２丁目 ３丁目 ４丁目 ５丁目 西本町 大門仲町 入町

双葉町 浜町１区 浜町２区 浜町３区 栄町 八幡南 八幡北 八幡西
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２ 地域福祉推進上の課題 

 

（１）今後求められる地域福祉のあり方 

 

平成 27 年 10 月 1 日現在の国勢調査によると、全国の人口は１億 2,709 万

4,745 人と平成 22 年から 0.8％の減少となっております。また、65 歳以上の高齢

者人口は総人口の 26.3％と前回よりも 3.3％増加する一方、15 歳未満の年少人口が

12.5％と前回から 0.7％減少し調査開始以来最低を更新するなど、少子化・高齢化

の歯止めがかからない状況となっています。本市の年齢構成においても同様の傾向を

示しており、平成２９年３月末日現在の高齢者人口は総人口の 24.7％、年少人口は

14.2％となっております。 

 

このような中、国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」

という関係を超え、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを推

進しています。 

 

本市においても、少子高齢化や核家族化の進行とともに、地域における相互扶助機

能の低下、連帯感の希薄化が懸念されるため、地域に根ざした「互助」による福祉社

会の実現を目指す取り組みを強化・充実する必要があります。 

 

このため、公的な福祉サービスの充実だけでなく、市民の主体的な地域福祉活動の

活性化も課題であり、国のこれからの社会保障制度の動向、少子高齢化などの状況を

視野に入れるとともに、高齢者や障がい者の権利擁護をはじめとした多様化する市民

のニーズを把握し、市における各施策を推進し、地域の福祉力の向上に向けた取り組

みを強化する必要があります。 
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（２）子ども・子育て支援 

 

急速な少子化の進行及び子育て家庭や地域を取り巻く環境の変化に対応するため、

次世代を担う子どもや子育て家庭を行政や地域社会をはじめ社会全体で支援し、家庭

における子育てについて感じる負担や不安、孤立を和らげ、喜びを感じながら子育て

ができるような環境を整備する必要があります。 

 

このような中、国においては、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、

保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実等を図るため、

「子ども・子育て関連３法」（※１）を平成２４年８月に制定し、子ども・子育てを支

援する新たな制度である「子ども・子育て支援新制度」（※２）を創設しました。また、

次世代を担う子どもの健全な育成を社会全体で迅速かつ重点的に支援するために制定

された次世代育成支援対策推進法が、平成３７年まで１０年間延長され、職場・地域

における子育て環境の整備など、子どもが健やかに生まれ、育成される環境のさらな

る改善が必要であるとされています。 

 

本市においては、国の新制度や次世代育成支援対策に対応するため、平成２７年３

月に「太田市子ども・子育て支援事業計画」及び「太田市次世代育成支援行動計画」

を策定し、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域における子ども・子育て支援を

提供するとともに、子育て支援センターをはじめ、地域における子育て支援関係機関

や団体と連携してネットワークを構築し、地域全体として重層的な子育てを支援する

環境づくりを推進しています。また、独自施策である第２子や第３子以降の多子支援

事業を展開したり、保育料の負担軽減や保育園・認定こども園及び放課後児童クラブ・

太田市こどもプラッツ等の整備充実に力を入れるなど、ソフトとハードの両面で子育

てしやすいまちづくりに取り組んでいるほか、子育て家庭への訪問等による養育環境

の把握や相談、子育てサロンをはじめとする子育て関連の情報を交換する交流の場づ

くり等、地域における子育て支援を推進しています。さらに、子どもの交通安全や子

どもを犯罪等の被害から守るため、自治体や学区を中心とした地域ボランティア、市

民などによる自主的なボランティア活動が展開されています。このような中、すべて

の子育て家庭に対して官民問わず切れ目のない支援が求められており、次世代を担う

子どもの健やかな育成を通じた地域コミュニティの構築をさらに強化する必要があり

ます。 
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※１ 子ども・子育て関連３法 

子ども・子育て関連３法とは、平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援法」、

「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の総称 

 

※２ 子ども・子育て支援新制度 

子ども・子育て支援新制度とは、子ども・子育て関連３法に基づく制度で、認定こど

も園の拡充や地域の子ども・子育て支援の充実を柱としており、平成２７年４月に本格

実施されました。 
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（３）障がい者の自立と社会参加の支援 

 

国では、平成 18年 4月に「障害者自立支援法」を施行し、障がいの種別にかかわ

らずサービスが利用できるよう障がい福祉サービスを一元化し、地域の中での自立と

社会参加を促進するため、総合的な自立支援システムの構築が図られています。 

 

また、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一

環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の

解消を推進することを目的として、平成 25 年６月、「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）が制定され、平成 28 年 4 月

1 日から施行されました。 

 

本市では、平成２９年６月に、障害者基本法に基づく「第 4 次太田市障がい者福祉

計画」を策定し、また、平成３０年３月に、障害者総合支援法に基づく「第５期太田

市障がい福祉計画」及び児童福祉法に基づく「第 1 期太田市障がい児福祉計画」を策

定し、「ノーマライゼーション」（※１）と「リハビリテーション」（※２）の理念の

もと、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会を実現できるよう、総合的

な障がい者施策を推進しています。 

 

障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で共に安心して暮らせる社会を

築くためには、市民一人ひとりが、障がいや障がいのある人について正しく理解する

とともに、障がいのある人が自立した地域生活を送ることができるまちづくりを地域

一体となって推進することが必要です。 

 

 

※1 ノーマライゼーション 

障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を

整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマル（あたりまえ）であるという考え方の

ことです。 

 

※2 リハビリテーション 

障がい者の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための機能障がいの改善だけで

なく、身体的、心理的、社会的、職業的、経済的な回復など、障がい者の生涯全般にお

いて、障がいを持った人が人間らしく生きる権利を回復すること（全人間的復権）を意

味します。 
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（４）高齢者の心身の健康の維持増進及び自立と社会参加の支援 

 

超高齢社会と並行して核家族化も進行しているため、高齢者ひとり暮らし世帯、高

齢者のみの世帯も増加傾向にあり、同時に地域において支援が必要な高齢者、高齢者

が高齢者を介護するいわゆる「老老介護」の世帯も増加しています。 

 

また、豊かな人生を享受できる超高齢社会の実現を目指すためには、高齢者の知

識・技術・経験を活かした生きがい作りの場の確保が課題となりますが、高齢者福祉

という面では、サービスの受け手だけでなく、高齢者自身がサービスの提供者となる

ことに大きな期待が寄せられます。 

 

こうした中、平成 2７年度介護保険法改正において、要支援者に対する介護予防訪

問介護、介護予防通所介護を地域支援事業へ移行し、在宅医療・介護連携の推進、認

知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備事業が包括的支援事業に位置づけられ

るなど、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直しが行われました。

また、持続可能な制度構築に向け、一定額以上の高額所得者に対する本人負担額を２

割へ引き上げたり、特別養護老人ホームの入所基準を変更したりするなど、サービス

の効率化・重点化を図る制度改正も行われました。 

 

本市では、平成３０年 3 月に「はつらつプラン２１（太田市高齢者福祉計画・第 7 期

介護保険事業計画）」を策定し、誰もが住み慣れた地域で、尊厳をもって安心して暮らせ

るよう、総合的な高齢者福祉施策を推進していきます。この中で、多様化する高齢者の

ニーズに対応し、社会全体で高齢者を支えていくためには、高齢者自身も含めた市民の

参加、協力は不可欠であり、きめ細かく柔軟な対応ができるボランティアやＮＰＯ（特定

非営利活動法人）によるサービス提供は、今後ますます重要になるものと位置づけていま

す。また、市民の意向を的確に把握するとともに福祉への参画を促し、市民・企業・行

政が協働して、地域にふさわしい福祉社会を創造していくことが求められています。 

 

（５）助け合い、支え合うことの必要性 

 

市民意識調査の結果等から、家族や地域の絆、共に助け合い・支え合い、励まし合

い等の意識は、徐々に薄れてきていることがわかります。 

 

また、本格的な少子化・超高齢社会を迎えた現在、市民一人ひとりの願いでもある、

｢住み慣れた地域で生きがいを持ち、自分らしく安心して生活できる地域社会｣の実現

がますます求められており、このような地域社会を実現するためには、平常時からの

地域での助け合い・支え合いの仕組みづくりや、一人ひとりの課題解決を総合的に支

援できる、地域と行政等が一丸となった支援体制の構築が必要になっています。 
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３ 基本理念 

 

地域福祉計画と地域福祉活動計画は、ともに連携し、様々な地域の課題に対処するため

に、地域住民や様々な地域活動団体・関係機関、行政等が「協働」でつくる、福祉のまち

づくりを進めていくための計画です。 

 

このため、あらゆる市民や地域活動団体・関係機関が主体的に地域福祉活動を行える社

会の実現を目指し、市民の誰もが住み慣れた地域で、支え合い・助け合いながら、いつま

でも安心して自立した生活を送り続けられるように、それぞれの前計画の基本理念を踏襲

し、福祉のまちづくりを進めます。 

 

●地域福祉計画 

 

ささえ愛 みんなで育む福祉のまちづくり おおた 
 

～ともに支え合い、自立を実現する福祉を目指して～ 

 

●地域福祉活動計画 

わたしがつくる みんなでつくる 

ともに支え合うまち おおた 
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（１）地域福祉計画 施策体系図 

 

基本目標 活動の方向

１ 福祉サービスの適切な
利用の促進

⇒ （１）地域福祉の環境整備

（２）地域での自立に向けて

２ 社会福祉事業の健全な
発達

⇒

（１）地域での福祉サービス事業者の

育成

（２）福祉サービス提供者への支援

体制

３ 地域福祉活動への市民
参加の促進

⇒

（１）民生委員・児童委員の活動支援

（２）太田市社会福祉協議会の活動

支援

（３）ボランティア・NPO法人等の

市民活動支援

４ 安全で安心なまちづく
りの推進

⇒
（１）避難行動要支援者の支援方策

（２）見守り活動の推進

（３）市民一人ひとりの人権の尊重

基本理念
ささえ愛 みんなで育む
福祉のまちづくり おおた

～ともに支え合い、自立を実現する
福祉を目指して～
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（２）地域福祉活動計画 施策体系図 

 

 

基本理念
わたしがつくる

みんなでつくる
ともに支え合うまちおおた

基本目標 活動の方向

１ 総合的な相談・解決体
制をつくろう

⇒
（１）総合的な相談体制の確立

（２）迅速かつ適切な課題解決方法

の提供

２ 課題解決のための仕組
みを充実させよう

⇒

（１）包括的な課題解決の推進

（２）関係機関・団体との連携した、

福祉サービスの相乗効果の実現

（３）権利擁護支援体制の充実

（第６章）

３ 福祉を身近に感じよう ⇒ （１）体験型福祉教育の充実

（２）情報提供の充実

４ 地域福祉マンパワーの
増強をはかろう

⇒ （１）地域力の発掘、育成

５ みんなで福祉のまちづ
くりを推進しよう

⇒

（１）地域主体の交流推進

（２）地域での見守り体制の確立

（３）ボランティアセンターの充実

強化

６ 健全な法人運営 ⇒ （１）社会福祉事業の健全な経営確保
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現状と課題 

今後の方向性 

推進施策 

第４章 地域福祉計画の施策の展開 

 

基本目標１ 福祉サービスの適切な利用の促進 

市民の「困った」を解決するための福祉サービスについては、広く市民にその存在が

認識され、必要になった人を受け止める窓口があってはじめて、適切な利用が可能とな

ります。また、１つの問題に対して 1 つの福祉サービスという考え方だけでなく、課題

を抱えやすい立場にある市民ひとりに対して、様々な福祉サービスを連携させ、継続的

に提供することで、自立した生活につながる効果的な支援になるよう努めます。 

 

（１）地域福祉の環境整備 

 

①多様な情報提供 

 

 

 福祉サービスが多様化している現在、利用者が適切なサービスを選択でき

るよう、情報の提供方法にも工夫が求められます。 

 

また、生活環境や文化、世代などにより、その人にとって受け取りやすい

情報の形は様々です。また、情報発信の手段は増えていますが、それぞれの

手段により、適切な対象・用途は異なります。よって、福祉サービス利用の

ための情報提供も、色々な受け手を想定し、多様な情報発信を検討する必要

があります。 

 

 

支援を必要としている人が簡単に情報を得ることができ、自身に必要な福

祉サービスを選択できるよう、広報紙やホームページ、パンフレットなどの

様々な媒体を通じての効果的な情報提供を充実し、福祉サービスが適切に提

供されるよう支援します。 

 

また、関係機関や団体等との情報を共有し、利用する側に立った効果的な

情報提供を充実します。 

 

 

・「広報おおた」による定期的・計画的な掲載 

・市ホームページの充実 

・「くらしの便利帳」などの利用促進 
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現状と課題 

今後の方向性 

推進施策 

・互いの顔が見える情報提供である回覧板等の利用促進 

・ひとり暮らし高齢者への広報配達の推進 

・視覚障がい者用「広報おおた」録音テープの充実 

 

②相談体制の充実 

 

 

核家族化による家族形態の変化、超高齢社会の進行、経済不況や価値観の

多様化等により、地域において支援を必要としている人の課題は多様化・複

雑化し、深刻化しやすい傾向にあります。 

 

また、それにともない措置制度に代表される行政の一方向の支援だけでは、

課題の一部しか解決することができず、自立して生活する支援としては不十

分であるという問題がありました。 

 

 

関係機関の連携を強化し、一方向からの支援だけでなく、課題を抱えた人

の支援を総合的に行えるよう相談体制を整備し、また、日常的な住民同士の

見守りや支え合いによる相談機能の充実を図ります。 

 

 

・生活困窮者への面接相談の充実 

・障がい者相談支援センター機能の充実 

・子どもの発達障がい等にかかる相談業務の充実 

・子育て家庭への相談拠点の充実 

・地域包括支援センター事業との連携に伴う各種総合相談事業の推進 

・成年後見制度の利用促進 
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現状と課題 

今後の方向性 

推進施策 

（２）地域での自立に向けて 

 

 

住み慣れた地域で自分らしく安心して自立した生活が送れることは、すべ

ての市民の願いです。特に市民の中には、高齢者や障がいのある人、子育て

家庭など特に支援を必要としている人々も多数生活しており、また、一つひ

とつではなく総合的な課題解決への支援が必要です。 

 

 

高齢者や障がいのある人、子育て家庭など、支援や介助・介護を必要とす

る人が、住み慣れた地域で快適に安心して暮らせるよう、保健・医療・福祉

の総合的なサービスの充実を図るとともに、地域や関係機関・団体との連携

を深めた支援を推進します。 

 

 

・ひとり暮らし高齢者への支援強化 

・高齢者福祉施策の充実 

・障がい者への福祉・保健サービス等の充実 

・精神保健福祉相談の充実 

・子育て関連施設の充実 

・子育て支援事業の充実 

・健康づくりの推進 

・各種相談機関の充実 
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現状と課題 

今後の方向性 

推進施策 

基本目標２ 社会福祉事業の健全な発達 

具体的な福祉サービスの担い手である福祉サービス事業者等は、課題を抱えた市民と

接する機会が多いため、利用者のニーズを汲み取りやすく、きめ細やかな福祉サービス

の実現ができる主体というだけでなく、「我が事・丸ごと」のつなぎ役としての役割も期

待されています。社会福祉事業の健全な発達のための支援を通じ、「地域共生社会」の実

現を目指します。 

 

（１）地域での福祉サービス事業の育成 

 

 

福祉サービス事業者の提供するサービスは、市民が住み慣れた地域で自分

らしく安心して自立した生活を送るために重要な役割を果たしています。ま

た、利用者の福祉ニーズの多様化等を受け、様々な福祉サービスを提供して

います。 

 

 

個別の事業者単体では行いにくい福祉サービス事業者同士の情報交換や市

民への福祉サービス情報・事業者情報の提供等を通じて、地域の福祉サービ

ス事業の育成を図ります。 

 

 

・事業者連絡会議等の充実 

・高齢者福祉一覧等の案内作成 

・ボランティア、ＮＰＯ法人等のサービスの明確化・組織化 

・福祉マップや介護サービス事業者パンフレットの作成 
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現状と課題 

今後の方向性 

推進施策 

（２）福祉サービス提供者への支援体制 

 

 

より充実した福祉サービスを提供するためには、利用者の意見や苦情を幅

広くくみ上げ、サービスの質の向上や改善につなげていくことが必要です。 

 

また、近年の福祉サービスとそのニーズは多様化・専門化しており、サー

ビス提供事業者の専門性の向上や福祉サービス利用を促す相談員の資質の向

上が求められています。 

 

 

福祉サービス事業者のサービス品質向上のため、福祉ニーズの把握等情報面で

の支援や法や太田市社会福祉協議会との連携を通じた事業者への支援等を行い

ます。 

 

 

・福祉ニーズの把握 

・各法に基づく施設、サービスの充実 

・サービスに携わる者への研修 

・サービス提供者の連絡調整の場の設置 

・太田市社会福祉協議会と連携したサービス提供者への運営支援 
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現状と課題 

今後の方向性 

今後の方向性 

基本目標３ 地域福祉活動への市民参加の促進 

市民一人ひとりが地域の課題を「我が事」として捉えられる地域を作るには、地域福

祉活動を市民一人ひとりがよく理解し、参加を通じて助け合いの精神を育むことが必要

です。そのために、地域福祉活動への市民参加の促進を支援します。 

 

（１）民生委員・児童委員の活動支援 

 

 

民生委員・児童委員は、地域の一員として地域の世話役、各行政機関への

パイプ役として、常に市民の立場に立って生活上の相談に応じ、地域福祉の

担い手としての役割が期待されています。また、「我が事・丸ごと」の「地域

共生社会」を実現するための担い手としての役割も期待されています。しか

しながら、近年では、個人のライフスタイルの多様化や複雑化等が進み、生

活上の実態などが把握しにくく、深刻化する問題に対応するためには組織的

な対応や専門機関、地域住民との連携・協働が必要になっています。 

 

このため、今後も民生委員・児童委員によるニーズの把握や相談活動及び

地域住民との連携体制の構築を支援するとともに、庁内関係課、太田市民生

児童委員協議会、太田市社会福祉協議会等との連携を強化し、地域に必要な

インフォーマルサービスの創出を検討することが必要です。 

 

①地域の要支援者の把握 

 

 

寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、障がい児・者、

生活困窮者、母子父子世帯、要支援児童などの個別援助活動に取り組み、地

域の福祉課題の的確な把握に取り組みます。 

 

民生委員・児童委員がこれらの活動を記録し、点検を行うとともに、市民

一人ひとりの福祉課題や生活課題の解決に向け、各種専門相談員や関係機関、

行政との連携により、地域福祉施策の充実を強化します。 

 

②高齢者・障がい者支援活動 

 

 

核家族化や超高齢社会の進行に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世

帯が増加しており、日常的な見守り・声かけ支援体制の充実を図っていきま
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今後の方向性 

推進施策 

今後の方向性 

す。また、緊急時などに備え、福祉票などで状況を把握し、見守り体制の強

化も図っていきます。今後も、関係機関・団体、事業者との連携を強化し、

市民の身近な相談者としての役割を努めます。 

 

③子育て支援活動 

 

 

核家族化や長引く不況、価値観や生活スタイルの変化等により、共働き世

帯が増え、子育て家庭における孤立化や育児への不安、負担感が増大してい

ます。また、近年では児童虐待やいじめ、不登校、非行など子どもたちをめ

ぐる様々な問題が深刻化しています。今後も、地域の子どもたちが元気に安

心して暮らせるよう、身近な地域で子どもたちを見守るとともに、子育ての

不安や悩み、心配ごとなどの相談に応じ、子どもや子育てをしている家庭が

必要としている支援につなげる役割を果たします。 

 

④地域福祉活動 

 

 

地域における福祉課題、生活課題はより複雑になり、解決に向けては、幅

広い知識と関連のある専門機関との連携が必要になっています。また、「我が

事・丸ごと」の「地域共生社会」実現の担い手としても大いに期待されてい

ます。今後も、増大する福祉課題等に対応するため、様々な機会を通じた情

報収集や研修活動を充実し、活動を支援します。 

 

 

・地域の見守り・声かけ支援の強化 

・相談活動に対応する研修の充実 

・民生委員・児童委員とその活動への理解と協力の啓蒙 

・「広報おおた」や地区広報紙による民生委員・児童委員活動の周知 
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今後の方向性 

現状と課題 

推進施策 

（２）太田市社会福祉協議会の活動支援 

 

 

太田市社会福祉協議会は、地域が抱える様々な福祉課題を解決する地域福

祉の推進役として中心的な役割を果たすため、地区社会福祉協議会や関係機

関との連携を図り、地域の特色を生かしながら、子どもからお年寄り、障が

いのある人など、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを積極的に推進

しています。 

 

今後も、十分な支援が行き届きにくい制度の狭間にある人や、解決が困難

な社会的課題に対応するため、太田市社会福祉協議会の活動に大きな期待が

寄せられています。 

 

 

 

地域福祉を推進する中心的な担い手としての太田市社会福祉協議会の役割

は今後も重要になります。市民が相互に支え合い、助け合うことのできる地

域づくりを目指して、太田市社会福祉協議会の支援を充実するとともに、連

携を強化し、「地域共生社会」の構築を推進します。 

 

  

・福祉人材の育成推進 

・民生委員・児童委員との連携 

・生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の育成 
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今後の方向性 

今後の方向性 

現状と課題 

推進施策 

（３）ボランティア・ＮＰＯ法人等の市民活動支援 

 

 

住民の生活課題は多様化し、必ずしも画一的な福祉サービスにより充足さ

れるものではなく、公的なサービスや民間によるサービス、さらには市民と

地域の協力を組み合わせ解決することが必要になっています。そのためには、

行政や福祉サービス提供事業者だけでなく、ボランティアやＮＰＯの関係団

体等、さまざまな人々の協力や連携のもとに、地域の課題解決に向け取り組

む必要があります。 

 

①情報提供とコーディネート 

 

 

ボランティアの活動事例を広報紙やホームページなどにより広く周知し、

市民のボランティア活動への参加促進を図ります。また、主体的に活動でき

るボランティアを養成するとともに、ボランティア活動に参加したい人とボ

ランティアを必要とする人を結びつけるコーディネート機能の強化に向け、

ボランティアセンターの機能充実を支援します。 

 

②人材育成と活動支援 

 

 

太田市社会福祉協議会が開催するボランティア養成講座や福祉教育セミナ

ーなどを積極的に支援することにより、市民のボランティアに対する理解と

意識の向上を図り、地域において効果的にボランティア活動が展開されるた

めの人材の発掘・育成に努めます。 

 

また、地域におけるボランティア活動の円滑化を図るため、要支援者のニ

ーズ把握や福祉サービスの利用状況などに関する情報提供を行います。 

さらに、ＮＰＯ法人やボランティア団体などの活動団体に対して、企業や

財団法人などの各種助成金の情報を提供するとともに、コーディネート機能

を充実し組織化などへの支援を充実します。 

 

 

・情報の周知による市民のボランティア活動への参加促進 

・太田市社会福祉協議会の開催する各種講座の支援 

・活動団体への各種助成金の情報提供 
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現状と課題 

今後の方向性 

推進施策 

基本目標４ 安全で安心なまちづくりの推進 

市民全員が住み慣れた地域で自分らしく安心して自立した生活を送るためには、災害

や防犯、虐待や判断能力の低下した方への権利擁護など、解決すべき個別課題が多くあ

ります。そのため、それら課題に対する課題解決の支援を行います。 

 

（１）避難行動要支援者の支援方策 

 

 

地域にはさまざまな市民が暮らしています。その中には、介護の必要な高

齢者や障がいのある方など、災害時に避難に助けを必要とする、避難行動要

支援者も含まれます。市民が安心してその地域で暮らしつづけていくために

は、避難行動要支援者の安全が確保される環境づくりが大切です。 

 

 

災害時の避難支援を必要とする「避難行動要支援者」は、避難行動要支援

者台帳管理システムにより確認をしています。今後は、障がい者等の避難行

動要支援者の登録を進め、台帳を整備するとともに、災害対策本部、消防本

部、地区行政センターなどと情報を共有していきます。 

 

また、個別支援計画である「避難行動要支援者支援プラン」に基づいて、

区長会や民生児童委員協議会などを中心とした自治防災組織のバックアップ

を得て、避難行動要支援者の安否確認や避難誘導などの支援体制の整備を進

めます。なお、福祉避難所については、民間福祉施設などの管理者に同意を

求め、協定により準備することが有効であるものと考えます。 

 

 

・避難行動要支援者の把握と情報の共有 

・避難支援プランの策定と管理 

・区長会等の防災自治組織のバックアップ 

・福祉関係団体及び社会福祉施設管理者との連携 

・民間福祉避難所の指定 
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現状と課題 

今後の方向性 

推進施策 

（２）見守り活動の推進 

 

 

特に若年層に見られる、地域とのつながりの希薄化による家庭の密室化や、一

人暮らし高齢者の地域からの孤立、児童や高齢者等に対する虐待等の問題が深刻

化しています。また、認知症高齢者の増加や犯罪被害の増加も懸念されます。 

 

市民が地域で安心して暮らしていくには、平時からの交流や声かけ、見守

りなどが地域内で機能していることが重要です。 

 

 

 

市では、民生委員・児童委員が中心となって行なう「友愛訪問」活動、ま

た、太田市社会福祉協議会が事業実施している「ふれあい相談員」を地区ご

とに配置することにより、見守り活動を補完し強化しています。さらに、市

職員からなる「おとしより見守り隊」を継続することで、行政と地域が直結

することを目指し、連携を強化しようとするものであります。ひとり暮らし

高齢者の安否や健康、生活、こころの不安などにきめ細かに対応し、これま

で以上に地域で安心して暮らせる街づくりを推進するものです。 

 

3．11の大震災を経験したことで、行政・警察・消防などすべてが連携し

た支え合う体制の確立を目指します。 

 

 

 

・民生委員・児童委員やボランティアによる見守り活動の強化 

・ふれあい相談員による見守り活動の強化 

・おとしより見守り隊の推進 

・隣近所による見守り・声かけ運動の啓発強化 
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■太田市見守りネットワークの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見守りを
必要とする人

・避難行動要支援者
・ひとり暮らし世帯
・高齢者のみ世帯
・障がいのある方
・要介護、要支援認定などの方

隣近所の
声かけ・見守り

隣近所の
声かけ・
見守り

市民

市民
相談・支援・把握

太田市社会福祉協議会
○地区社会福祉協議会
○専門的な相談員 等
○ふれあい相談員

【地域に根差した活動支援】

地域（各地区）の組織
○区長会
○民生児童委員協議会

【日常的な見守り】
【友愛訪問】

各種支援センター
○地域包括支援センター
○子育て支援センター
○障がい者相談支援センター 等

【専門的な相談支援】

関係機関
○警察・消防
○児童相談所

【より専門的な支援】

太田市
○市職員（おとしより見守り隊）

【見守り体制を補完、強化する】

相談
支援
把握

相談・支援・把握

相談・支援・把握

相談・支援・把握
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今後の方向性 

現状と課題 

推進施策 

（３）市民一人ひとりの人権の尊重 

 

 

認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が十分でない

方が地域で安心して暮らしていくためには、各種権利が侵害されないよう保

護されるシステムや、適切な福祉サービスを受けるための判断を支援するシ

ステムなどが整備されている必要があります。特に今後は、ひとり暮らし高

齢者の増加や、知的障がい者・精神障がい者の保護者の高齢化などが懸念さ

れており、これらシステムの需要も増え続けることが予想されています。 

 

さらに最近では、児童や高齢者、障がい者への虐待などが表面化し、すべ

ての人の人権の侵害や阻害を許さない社会の構築が求められています。 

 

 

 

権利擁護事業の推進と、児童や高齢者、障がいのある人への虐待などの有

効な防止策としての地域における見守り・通報体制の確立を進め、一人ひと

りの人権が守られるよう関係機関等と連携した人権侵害の防止に努めます。 

 

 

 

・権利擁護事業の推進 

・男女共同参画の推進 

・虐待防止の啓発活動の強化 

・虐待相談窓口の充実 

・DV 防止のための関係機関との連携強化 
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第５章 地域福祉活動計画の施策の展開 

 

基本目標１ 総合的な相談・解決体制をつくろう 

 

核家族化や個人の価値観の変化・多様化等により、市民の地域での関わりあいが少な

くなる一方、市民の抱える生活上の課題は複雑化・多様化しています。そのため、課題

解決のために誰に頼るべきか、どこに相談するべきかといったことが分からず、問題が

深刻化してしまうことも少なくありません。 

 

太田市社会福祉協議会では、市民にとって気軽に訪れられる・相談できる窓口を広げ、

一人ひとりの困りごとの解決に向けた相談体制の充実を図ります。 

 

（１）総合的な相談体制の確立 

 

○現状と課題 

今後の相談体制に求められることとして、多様で複雑な問題を抱えた市民が適切

な専門相談窓口に案内されるための仕組みがあることや、専門性を広げより多様な

問題に対応できること、問題解決の手法として個々の問題への支援だけでなく専門

窓口等が連携し課題解決までの包括支援ができることなどが考えられます。 

 

近年、相談件数は増加しており、気軽に相談できる仕組みづくりに努めた結果か

ら、困りごとなどを抱える多くの市民の利用が促進されています。しかしながら、

地域コミュニティの希薄化が進んでいることから、問題を抱えていても周囲から気

づかれない、本人はどこにも相談できず悩んでいるなど、支援の手が必要であるに

も関わらず相談件数として現れていない市民もいることにも留意しなければなりま

せん。 

 

○取組の方向 

・相談窓口の情報提供を積極的に行い、どの専門窓口を利用して良いか分からない

市民にも安心して相談してもらえる窓口を目指します。 

・多様で複雑な問題を抱えた市民に、適切な相談窓口へと案内できるよう、相談専

門員の充実や職員の資質向上を図り、「総合相談窓口」としての機能を高めます。 

・専門機関や関係機関など複数の担当部署との連携を強化し、相談内容に応じた適切

な窓口へとつなぐことや、継続的・包括的に解決できる機能を強化します。 

・区長や民生委員・児童委員等と協働し、身近な地域での相談活動を充実します。 
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○活動目標 

課題解決の「総合案内」を目指します。 

 

○推進項目 

１）専門機関、福祉関係機関との連携強化 

２）相談員や職員の資質向上と情報共有化の推進 

 

 

○市民へのお願い 

どこに聞いたらいいか迷ったら、まずは相談してください。 

 

○実績値 

 

■生活困窮者自立相談 相談件数（件）【新規】 

平成
27年度

平成
28年度

新規相談受付 282 297
継続相談対応 403 921  

 

■一般相談 相談件数 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

開催日数（日） 198 160 57 57 58
相談所利用人数（延人） 53 25 12 15 18
無料法律相談利用人数（延人） 57 53 64 61 50  
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（２）迅速かつ適切な課題解決方法の提供 

 

○現状と課題 

地域の福祉サービスがより良いものへと変化していくためには、サービス提供者

の自助努力だけでなく、利用者からの苦情を通じてサービスの質を向上させること

も大切です。そのためには、利用者にとって苦情の申し出をしやすい環境を整える

ことと、苦情の申し出を通じてサービスがより向上する、という期待を利用者が感

じられるような体制作りが必要です。 

 

○取組の方向 

・地域住民の信頼をより高め、関係機関との連携を図り、苦情に対する共通認識を

もって、苦情解決責任者と受付担当者だけの問題でなく、苦情を解決するための

体制を充実させます。 

・苦情解決体制の整備の推進と苦情の円滑な解決を目的に、第三者委員を設置し、

客観的な視点と表面化しにくい利用者の声を取り入れ、適切なサービスが提供で

きるよう努めます。 

・苦情解決体制のみでは問題解決が図れない、もしくは困難な場合、群馬県社会福

祉協議会の設置する福祉サービス運営適正化委員会との連携を図り、適切な対応

を行います。 

 

○活動目標 

気軽に苦情を受け付けできる体制をつくり、福祉サービスの向上を図ります。ま

た、第三者委員を通じ、より利用者に寄り添った解決方法を目指します。 

 

○推進項目 

１）関係機関との連携強化 

２）苦情解決体制の充実 

 

○市民へのお願い 

福祉サービス向上のため、問題点に気付いたらご意見をお聞かせください。 
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基本目標２ 課題解決のための仕組みを充実させよう 

 

太田市社会福祉協議会では、複雑化・多様化した市民の個々のニーズに応じた生活支

援の強化・充実を目指すとともに、地域の福祉課題の解決を図るために、具体的な事業

の展開を図っています。今後も、市民が必要なときに安心して利用でき、その人の状況

に応じた福祉サービスの充実を図り、すべての市民の自立を支援する取り組みや体制を

強化します。 

 

また、地域の福祉の担い手と関係機関・団体、行政等との連携を強化することで、新

たな福祉サービスの創出を検討するなど、誰もが安心してサービスが利用できる体制づ

くりに取り組みます。更に、認知症や知的障がい・精神障がい等により判断能力が十分

でない方にも、権利擁護のサービスを通じその地域で安心して暮らしてゆくための支援

をします。（権利擁護は「第６章 成年後見制度の施策の展開」に掲載） 

 

（１）包括的な課題解決の推進 

 

○現状と課題 

市民の生活課題が多様化している現在、必要とされる福祉サービスもまた多様化

しています。市民が地域において生きがいをもって豊かな生活を送り続けるために

は、これら生活課題を解決する福祉サービスの利用を積極的にしていかなければな

りません。 

 

また、生活課題が複雑化している現在、生活課題をひとつずつ見ていくのではな

く、課題を抱えた人が自立するまでに必要な福祉サービスとは何か、といった包括

的な支援も考えて行く必要があります。また、格差社会の広がりにより増加してい

る生活困窮者や、就労までに課題の多い障がい者への支援は留意する必要がありま

す。 

 

太田市社会福祉協議会では、さまざまな課題に対応すべく福祉サービスを充実さ

せていますが、それだけではなく、行政をはじめ社会福祉法人・ＮＰＯ法人・民間

企業や医療法人等福祉サービスを提供する多くの主体と連携及び協働し、サービス

提供体制の充実を図る必要があります。 

 

○取組の方向 

・地区社会福祉協議会や太田市民生児童委員協議会に対して、市民とのパイプ役と

しての協力を求め、地域での生活を支援します。 

・太田市社会福祉協議会で実施している「福祉サービス事業」を充実します。 
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・実施機関や関係機関・団体、行政との連携を強化し、地域に必要な「共助」によ

る福祉サービスの創出を検討します。 

・包括的な課題解決を通じて、支援の必要な人の自立を図ります。 

 

○活動目標 

有効な福祉サービスを組合せ、地域で自立した生活を送れるよう支援します。 

 

○推進項目 

１）日常生活支援の充実 

２）福祉サービスの情報提供の充実 

３）太田市民生児童委員協議会等、関係機関・団体との協働の強化 

４）自立までの包括的な支援体制の充実 

 

○市民へのお願い 

地域で日常生活に支援が必要と思われる人がいたら、相談につなげてください。 

 

○実績値 

 

■日常生活自立支援事業相談件数（件） 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

認知症高齢者 426 660 633 575 563
知的障がい者 154 246 177 121 244
精神障がい者 683 816 979 750 935
その他 13 15 5 10 4
合計 1,276 1,737 1,794 1,456 1,746  

 

■在宅ねたきり老人等出張理容サービス事業利用人数（人） 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

利用者数 181 181 145 131 114  

 

■ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

利用者数（人） 1,162 1,042 790 895 1,368
配食数（食） 10,865 10,106 9,063 9,710 17,351  
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（２）関係機関・団体との連携した、福祉サービスの相乗効果の実現 

 

○現状と課題 

太田市社会福祉協議会では、地域の様々な機関と連携し、市民の福祉ニーズにきめ

細やかに対応するため、具体的かつ的確な福祉サービスの充実に努めてきました。 

 

今後も、増大・多様化が予想される福祉ニーズにきめ細やかに対応するため、ま

た、福祉サービスの組み合わせによる相乗効果の向上を目指し、多様な機関・団体

と連携・協働し、より効果的な活動を推進します。 

 

○取組の方向 

・市民に身近な存在である太田市区長会、太田市民生児童委員協議会、ボランティ

ア団体との連携と協働を基本とした事業を推進します。 

・多様な機関・団体との交流を図るための場づくりを推進します。 

 

○活動目標 

ネットワークを強化し、課題解決に必要な情報の共有に努めます。 

 

○推進項目 

１）関係機関・団体との連携と協働の強化 

２）地区社会福祉協議会との連携強化 

３）地域における機関・団体の交流促進 

 

○市民へのお願い 

地域のネットワークに積極的に参加してくだい。 

 

 

（３）権利擁護支援体制の充実（第６章 成年後見制度の施策の展開 に掲載） 
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基本目標３ 福祉を身近に感じよう 

 

市民意識調査では、福祉サービスに関する情報の入手先として、「社会福祉協議会」「自

立相談支援センター」等と回答した市民は、非常に少ないという結果がありました。 

 

また、福祉情報が伝わり実際のアクションにつながるには、①市民の興味を引き出す

仕組みがあり、②市民の興味がより深められる仕組みがあり、③興味が実際のアクショ

ンにつながりやすい仕組みがあることが必要です。 

 

太田市社会福祉協議会では、ボランティア体験等を通じた市民の興味を引き出す工夫

や、多様な情報提供の方法を通じ、それぞれの市民が欲しい福祉情報を、簡単に得られ

る仕組みを用意することで、実際の福祉サービスの提供や市民の福祉活動の参加へとつ

ながりやすい環境を整備します。 

 

（１）体験型福祉教育の充実 

 

○現状と課題 

 今後の地域福祉には、一人ひとりが担い手かつ受け手であるという意識を持つこ

と、老若男女全ての市民が参加することが求められています。特に、福祉の概念の

定着は子どもの頃から育てることが重要です。 

 

 そのため、大人に対する福祉意識向上を目的とした教育だけでなく、子どもに対す

る福祉教育の充実や福祉活動の体験の機会の提供等が必要です。また、それらの活動

が円滑に行われるよう、教育者の養成や指導力の向上などの支援も同時に必要とされ

ています。 

 

○取組の方向 

・市民が福祉について学んだり、話し合ったりする機会を充実します。 

・福祉の概念の定着は子どもの頃から育てることが重要であるため、子どもを対象

とした福祉教育を充実します。 

・市民による福祉教育の活動を支援します。 

 

○活動目標 

体験型の福祉教育を充実し、市民の参加意識を高めます。 

 

○推進項目 

１）イベント等の福祉啓発活動の充実 
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２）福祉教育の充実 

 

○市民へのお願い 

太田市社会福祉協議会が企画するイベントや講座などに参加して、支援が必要な

方への理解を深めましょう。 

 

○実績値 

 

■福祉教育事業参加者数（人） 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

福祉教育セミナー 37 25 29 27 19
小中学生ボランティアスクール 21 28 28 33 20  

 

■ボランティア養成講座事業参加者数（人） 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

手話奉仕員養成講座（入門編） 33 40 28 26 29
手話奉仕員養成講座（基礎編） 8 17 17 10 17
手話奉仕員養成（フォローアップ）講座 20 16 19 20 25
手話奉仕員養成（スキルアップ）講座 6 8 10 10 14
点訳奉仕員養成講座（初級編） 12 - 5 - 12
点訳奉仕員養成講座（中級編） 10 - 6 - 10
ユースアクション・ボランティア 1 1 7 - -
朗読奉仕者養成講座 - - - 21 -
福祉体験サポーター養成講座 7 3 6 13 3
精神保健福祉ボランティア養成講座 16 14 24 19 25
お裁縫ボランティア講習会 19 12 10 20 10
ボランティア入門講座（※） 251 368 247 49 300  

 

■ボランティア入門講座 内訳（人） 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

初心者要約筆記講座 16 5 6 11 10
バルーンアートボランティア養成講座 15 26 - 20 15
初心者手品（マジック）講座 25 7 - - -
折り紙で金魚ねぷたを作ろう！講座 - 39 - - -
足つぼマッサージ講座 - 18 - - -
紅葉葉楓で小物を作ろう講座 - 20 11 - -
エコソーイング講座 - - 17 - -
心で歌うゴスペル講座 - - 31 - -
ボランティア養成講座・ラフターヨガ - - - 18 -
レクリエーションボランティア講座 - - - - 25
ボランティア講演会 195 253 182 - 250

※平成26年度よりボランティア入門講座は太田市から太田市社会福祉協議会へ移管  
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（２）情報提供の充実 

 

○現状と課題 

福祉サービスへの需要増大や、多様化・複雑化している課題への対応方法として、

地域の住民の助け合いである「互助」の精神を高めることや、住民主体の組織的な

課題解決である「共助」を活発にしてくことが期待されています。そのため、継続

的な情報提供を通じて啓発活動を推進していくことで、地域で活躍する市民を増や

していく必要があります。 

 

また、世代や生活環境・文化等の違いにより、受け手にとって受け取りやすい情

報提供手段は異なります。さまざまな市民に対し、広く情報を伝えるには、色々な

情報提供手段を常に検討しなくてはなりません。 

 

更に、高齢者や障がいのある人にとっては、福祉サービスの情報は特に必要とさ

れるため、情報提供手段の拡充には特に留意する必要があり、地域との関わりを介

した情報提供なども考慮する必要があります。 

 

○取組の方向 

・正確で信頼できる情報提供の充実を図ります。 

・地域住民の生きた情報提供力を育てるための取り組みを推進します。 

・市民が必要としている情報を把握し、発信します。 

・障がいのある人等に配慮した情報提供を充実します。 

・子どもからお年寄りまですべての市民を対象とした啓発活動を、身近な地域で展

開します。 

 

○活動目標 

市民にわかりやすい情報提供ツールを増やします。 

 

○推進項目 

１）社協だより、ホームページ、SNS 等の充実 

２）情報収集のための組織体制の整備 

 

○市民へのお願い 

福祉サービスに関する情報を地域で共有し、有効活用しましょう。 
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基本目標４ 地域福祉マンパワーの増強をはかろう 

 

複雑化・多様化した市民の生活上の課題を解決するためには、多くの福祉活動主体が

協働し、個々に対し横断的な福祉サービスが提供されることが必要です。また、課題を

抱えた市民を適切な福祉サービスへと導くためには、地域に根ざした福祉の担い手やゲ

ートキーパーの存在が不可欠です。 

 

このため、現在の福祉活動組織・団体に加え、その活動規模の拡大とともに、地域に

根ざした新たな福祉人材の発掘・育成が求められています。 

 

太田市社会福祉協議会では、地域特有のニーズを捉え、地域の多様な人材や社会資源

を活用した創意工夫のある施策を推進し、地域の福祉力を育てるための取り組みを推進

します。 

 

（１）地域力の発掘、育成 

 

○現状と課題 

「我が事・丸ごと」の「地域共生社会」を実現するためには、支援を必要とする

人の身近に担い手が存在する社会を作ることが必要です。特に生活課題が多様化・

複雑化している現在、支援を必要としている人に寄り添いながら課題を把握でき、

かつさまざまな主体の提供する福祉サービスへとつなぐことのできる人材が求めら

れています。 

 

○取組の方向 

・地域に潜在する幅広い福祉人材を発掘します。 

・地域の高齢者等がこれまでに培った、知識や経験等を積極的に生かし、担い手を

育成します。 

・地域福祉活動の実践者や社会福祉施設従事者、専門的な知識や技術を有する人材

を発掘し、地域福祉推進のリーダーとして支援します。 

・継続的な地域福祉環境を構築するために、関係機関・団体、行政等と協働し、子

ども、働き盛り世代を中心とした福祉啓発を充実します。 

 

○活動目標 

市民一人ひとりの知識や経験等を活かした福祉人材の発掘・育成を推進します。 

 

○推進項目 

１）知識や経験豊富な人の発掘と福祉活動への参加を促進 
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２）地域市民・地区社会福祉協議会との連携と協働の強化 

 

○市民へのお願い 

自分にできることを、できる範囲で、地域のために活動してください。 

 

基本目標５ みんなで福祉のまちづくりを推進しよう 

 

それぞれの事情を抱えたすべての地域住民が、住み慣れたその地域で安心して暮らし

てゆくために大切なことは、住民同士が日頃からふれあい、お互いを理解し合うことを

基盤とし、互いに支え合い・助け合う関係のある地域である必要があります。 

 

また、こうした地域生活の中から生まれる一人ひとりの「福祉力」を生かし、地域の

絆づくりやボランティア活動などの地域福祉活動に発展させることも必要です。 

 

太田市社会福祉協議会では、すべての市民が身近な地域で気軽に交流が行える場を充

実させるとともに、市民一人ひとりの福祉力の向上を目指し、自主的な福祉活動を促す

ためにボランティアセンターの機能等、活動拠点の強化を図ります。 

 

（１）地域主体の交流推進 

 

○現状と課題 

地域の互助や共助による福祉サービスの活性化は、その地域に住む市民一人ひと

りが地域活動などを通じて周囲と関わりをもち、地域社会の一員であることを自覚

することからはじまります。よって、参加しやすい地域活動、地域の人の共通のテ

ーマの活動や、地域の人の協働活動の推進等が求められます。 

 

○取組の方向 

・子育てサロンやふれあい・いきいきサロン等の交流事業を充実します。 

・ふれあいの場や機会を充実し、ひとり暮らし高齢者や障がいのある人、子育て家

庭等の孤立防止を図ります。 

・誰もが気軽に参加しやすい交流活動を推進します。 

 

○活動目標 

より地域に密着した居場所づくりを推進します。 

 

○推進項目 

１）各種サロン活動の推進 
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２）ふれあいの場の充実 

 

○市民へのお願い 

地域の力で、自分たちの居場所づくりをしましょう。 

 

○実績値 

 

■ふれあい・いきいきサロン 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

設置数（ヵ所） 182 180 185 185 192
開催回数（回） 622 617 626 627 653  

■子育てサロン 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

設置数（ヵ所） 12 12 12 12 12
開催回数（回） 112 112 103 112 117  

■障がい者サロン 

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

設置数（ヵ所） 2 3 4 4 4
開催回数（回） 20 30 40 40 40  
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（２）地域での見守り体制の確立 

 

○現状と課題 

地域には、安心して暮らすために支援が必要な人がいます。特に災害時に安全に

避難することが難しい人、子育てをしている家庭、持病がある人、ひとり暮らしの

高齢者等に対しては、地域の見守りや支え合いを通じた福祉サービスが必要です。

また近年では、認知症高齢者の増加、高齢者の所在不明問題や孤立死、虐待や DV

などの新たな社会問題も深刻化しており、地域社会全体での見守り活動が必要にな

っています。 

 

○取組の方向 

・一人ひとりの市民、太田市区長会、太田市民生児童委員協議会、関係機関・団体、

行政等、地域全体の協働による見守り体制の整備、支え合いづくりを推進しま

す。 

 

○活動目標 

隣近所で見守り合う体制づくりを推進します。 

 

○推進項目 

１）地域の支え合い活動の推進 

２）地域の見守り活動の推進 

３）要援護者支援マップづくりの推進 

４）安心カードの設置 

 

○市民へのお願い 

自分の周りに支援の必要な人がいるか注意してみましょう。 
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 ●住民支え合いネットワーク事業 

 

住民支え合いネットワーク事業とは、要援護者や高齢者、障がい者などの日常的

な支援が必要な人に対して、地域で見守り、支えるための体制を構築する事業です。 

 

①要援護者等支援マップづくり 

要援護者等支援マップは、区長や民生委員・児童委員、地域の代表者が中心となっ

て、地域の現状と課題を把握し、要援護者や支援者、地域資源、避難所などを地図上

に書き、日常の見守りや災害時の安否確認及び避難支援の体制確保に活用するもので

す。市内全域での作成が完了していますので、今後は情報を更新し常に最新状態を維

持します。 

 

②安心カードの配布 

安心カードは、要援護者等が、救急時や災害時において、救急隊や警察から迅速な

対応が受けられるよう、必要な個人情報を記入したカードを設置するものです。 

 

 

■要援護者等支援マップ（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援

○○宅

危険箇所

支援

○○宅

要援護者宅

区長宅

地区指定
避難場所

市指定
広域避難場所

医師
土砂崩落

防火水槽

消火栓
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（３）ボランティアセンターの充実強化 

 

○現状と課題 

市民の地域社会の一員としての意識が、具体的な行動として結実するためには、

受け皿となるボランティア団体等の組織が必要です。また、より広く市民に参加し

てもらうべく、ボランティア参加のための敷居を低くすること等も必要です。 

 

現在、地域の福祉ニーズが多様化しており、特に身近な地域で提供される必要の

ある、日常の支援に対するニーズが高まっています。 

 

○取組の方向 

・ボランティア相談機能の充実を図り、ボランティアセンターの機能を強化しま

す。 

・誰もが気軽にボランティア活動に参加できる環境を整備します。 

・福祉ニーズに合ったボランティア養成講座を充実します。 

・専門性を高めたボランティア活動を充実します。 

 

○活動目標 

ボランティアを開拓・育成し、コーディネート機能を強化します。 

 

○推進項目 

１）ボランティアセンター機能の強化 

２）ボランティア活動の支援の強化 

３）ボランティア講座・研修の充実 

 

○市民へのお願い 

自分のために、地域のために、あなたの力をボランティア活動に生かしてくださ

い。 
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基本目標６ 健全な法人運営 

 

今後も増大し、複雑化・多様化していく生活課題を解決するためには、中核的な役割

を果たす太田市社会福祉協議会の組織運営の強化や、各部門における充実した事業展開

に加え、様々な主体との連携した新しい福祉サービスの提供や相乗効果の促進を図るこ

とが必要です。 

 

このため、太田市社会福祉協議会の活動への市民の理解や、地域福祉活動への参加を

一層促進するとともに、自主財源の確保や職員等の人材育成等の基盤を整備し、地域や

関係機関・団体、行政等との連携を強化した幅の広い地域福祉活動を展開します。 

 

（１）社会福祉事業の健全な経営確保 

 

○現状と課題 

市民主体の地域福祉活動も、民間主体の福祉サービスも、行政による福祉サービ

スも、単体では利用者にとって真に効果的なものとなることは困難です。更に、よ

り質の高い福祉サービスの提供もまた、各主体の自助努力だけでは困難です。 

 

太田市社会福祉協議会は、地域に存在する福祉資源をうまく活用し、質を高め、

地域福祉活動や福祉サービスを育成し、地域全体の福祉サービスを向上させること

も責務と考えます。そのためには、各主体や利用者にとって信頼されるに足る公共

性があり、福祉サービス等の質を高める支援や育成が将来に渡って継続して提供さ

れる体制を整えなければなりません。 

 

○活動目標 

  地域福祉推進の中核としての役割を積極的に担います。 

 

○推進項目 

１）財源の確保と施設経営の安定化 

２）地域福祉活動計画の推進と強化 

 

○市民へのお願い 

だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりにご協力をお願いします。 
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年次活動計画 

基本目標１ 総合的な相談・解決体制をつくろう 

 

（１）総合的な相談体制の確立 

事業 事業内容
平成

30年度
平成

31年度
平成

32年度
平成

33年度
平成

34年度

生活困窮者自立支援事業
【平成２７年より新規】

生活に困窮している人の相談を受け付け、
地域にある様々な社会資源と連携し包括的
な支援を行うことによって、当事者などが
抱える課題を軽減し、自立の促進を図る。

ことわらない相談体制
づくり

福祉に関する相談はなんでも受けるシステ
ムづくりを行う。

無料法律相談

日常の市民生活のなかで起こるあらゆる法
律問題について、専門的な立場から相談に
応じるため、弁護士による無料相談を実施
する。

心配ごと相談
市民の日常生活上のあらゆる悩みの相談に
応じ、問題が解決されるよう適切な助言や
援助を行う。

専門相談
介護・健康・子育て・教育について専門の
相談を行う。

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

 

 

（２）迅速かつ適切な課題解決方法の提供 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

関係機関との連携
福祉サービス運営適正化委員会や関係機
関・団体と連携を図り、苦情を適切に解決
する。

苦情解決体制の充実

苦情への対応が単なる苦情解決ではなく、
システムに即して、太田市社会福祉協議会
全体で苦情解決を行い、全職員が共通の認
識を持って解決するための体制を充実させ
る。

継続・実施

継続・実施
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基本目標２ 課題解決のための仕組みを充実させよう 

 

（１）包括的な課題解決の推進 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

日常生活自立支援事業

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい
者など判断能力が十分でない方を対象に、
福祉サービスの利用援助、日常的金銭管
理、書類預かり等を行う。

介護用紙おむつ給付事業
紙おむつを必要とする在宅寝たきり高齢
者、認知症高齢者に対し、おむつを給付す
る。

ひとり暮らし高齢者等
配食サービス事業

調理が十分にできないひとり暮らし高齢者
等に対し、バランスのとれた食事を定期的
に訪問配食することにより、配食時の安否
確認、健康状態の異常等の早期発見並びに
孤立感の解消を図る。

高齢者地域福祉自立支援
事業

家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者
等に対し、各種サービスを提供し、社会的
孤立感を解消し、健康で自立した生活が送
れるよう支援する。

在宅ねたきり老人等
出張理容サービス事業

在宅介護度3以上の高齢者に対し、理・美
容師が訪問し、散髪サービスを受けること
により、快適な生活の維持向上を図る。

小口生活資金貸付事業
市内に6ヶ月以上在住し、生活費、医療費
等一時的に生活が困難な低所得世帯に対し
て資金の貸付を行う。

生活福祉資金貸付事業

生活に不安を抱えた低所得、障がい者及び
高齢者世帯に資金の貸付と必要な相談支援
を行うことにより、経済的自立や生活意欲
の向上を図る。

緊急援護事業
やむを得ない事情により、食料に困ってい
る人に対して最低限の食料援護を行う。

車いす貸出事業
在宅で車いすを使用したい高齢者・障がい
者等に短期で貸し出す。

福祉自動車貸出事業
介護を必要とする高齢者・障がい者等へ車
いすのまま乗れるリフト付自動車を貸し出
す。

コミュニケーション支援
事業

聴覚障がい者とその他の者との社会生活上
の意思疎通を円滑にするため、手話通訳
者・要約筆記者を派遣し、意思伝達の手段
を確保する。

傾聴ボランティア派遣
事業

傾聴ボランティアを自宅等に派遣し、高齢
者等の心身の健康維持や孤独感の解消を図
る。

障害福祉サービス事業
（就労継続支援A型
事業所スワン太田の
運営）

通常の事業所に雇用されることが困難であ
り、雇用契約に基づく就労が可能である者
に対して、就労及び生産活動の機会の提
供、その他就労に必要な知識及び能力向上
のために必要な訓練等の支援を行う。

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施
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（２）関係機関・団体との連携した、福祉サービスの相乗効果の実現 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

関係団体との連携

地域福祉推進のため、区長会、民生児童委
員協議会、地域のボランティア団体、ＮＰ
Ｏ法人、遺族会、社会福祉施設連絡協議会
等と情報を共有し、効率的に支援ができる
ように連携を図る。

地区社会福祉協議会との
連携

地域住民による自主的な福祉活動を推進し
ている地区社会福祉協議会との連携を図
る。

継続・実施

継続・実施

 

 

（３）権利擁護支援体制の充実（第６章 成年後見制度の施策の展開 に掲載） 

 

 

基本目標３ 福祉を身近に感じよう 

 

（１）体験型福祉教育の充実 

事業 事業内容
平成

30年度
平成

31年度
平成

32年度
平成

33年度
平成

34年度

小中学生ボランティア
スクール

小学校4年生から中学校3年生までを対象
に、社会福祉に対する認識を深めるための
各種講座や体験学習を実施する。

福祉教育サポート
システム

総合学習等の時間に福祉教育を取り入れて
いただくために学校にボランティア団体な
どを派遣する。

福祉体験サポーター養成
講座

福祉体験学習を行う際の見守りや指導補助
をするボランティアを養成する。

福祉啓発イベントの充実
社会福祉大会、福祉教育、体験学習等の実
施により、地域の福祉意識の向上を図ると
ともに福祉啓発を行う。

ボランティア講座、福祉
教育での啓発

ボランティアセンター事業等で実施する各
種養成講座や福祉教育を通じ、地域の福祉
意識の向上を図るとともに福祉啓発を行
う。

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施
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（２）情報提供の充実 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

社協だよりの発行
広報おおたへ年7回掲載。太田市社会福祉
協議会事業等の情報掲載。

ホームページの公開
太田市社会福祉協議会事業紹介や最新情報
を随時掲載。

ボランティアに関する
情報提供

「みんぼら」発行し、ボランティアに関す
る情報等を周知する。

社協ガイドブックの作成
太田市社会福祉協議会で実施している事業
についての、内容や実施方法などを記載し
たガイドブックの作成を行う。

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

 

 

基本目標４ 地域福祉マンパワーの増強をはかろう 

 

（１）地域力の発掘、育成 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

地域福祉づくりの担い手
の発掘・育成

専門知識や経験を有する団塊の世代を発掘
し、活躍できるよう支援する。地域に潜在
する幅広い福祉人材を育成し、必要とされ
ている担い手を育てる。

福祉教育セミナー

市内の小中高に勤務する教員に対して、子
どもに何を伝え、何を感じてもらうべきか
を、教える立場の教員に感じてもらうため
に、各種講義や体験学習を実施する。

継続・実施

継続・実施
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基本目標５ みんなで福祉のまちづくりを推進しよう 

 

（１）地域主体の交流推進 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

ふれあい・いきいき
サロン事業

地域を拠点に、お年寄りと協働で企画し、
内容を決め、共に運営していく楽しい仲間
づくり活動を推進する。

子育てサロン事業

地域を拠点に、子育て中の親子などと地域
住民も一緒になり、子育ての楽しみを感
じ、悩みを解消し、子育て仲間づくりを行
う場として推進する。

障がい者サロン事業
地域を拠点に、障がい者やその家族と協働
で企画をし、内容を決め、共に運営してい
く楽しい仲間づくり活動を推進する。

サロン事例発表会
内容の充実など、各種サロンの活性化を目
的に、サロン活動の先進事例を発表する場
を設ける。東毛ブロックで順番に発表。

福祉ふれあいスポーツ
大会（ふれあい部門）

障がいのある人やお年寄り、子どもたちが
自由に参加し、交流を深められるよう、市
との共催により実施する。

社会福祉大会事業
社会福祉の功労者、善行者を顕彰するとと
もに、社会福祉活動の推進を図る。

太田市福祉会館管理運営
事業

ボランティアや福祉団体の活動の拠点と
し、地域福祉増進を図ることを目的に「太
田市福祉会館」を管理運営する

新田福祉総合センター
管理運営事業

だれでも気軽に集い、語らい、ふれあいと
健康づくりが楽しめる天然温泉を利用した
風呂棟と、福祉施策の拠点となる福祉棟か
らなる複合施設「新田福祉総合センター」
を管理運営する。

尾島健康福祉増進
センター管理運営事業

子どもからお年寄り、障がいのある人まで
が気軽に利用できる、各種の温泉風呂や福
祉浴、歩行浴プール、会議や懇親会等がで
きる部屋など多くの施設を備えた「尾島温
泉利根の湯」を運営する。

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

実施

継続・実施
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（２）地域での見守り体制の確立 

事業 事業内容
平成

30年度
平成

31年度
平成

32年度
平成

33年度
平成

34年度

要援護者等支援マップ
づくり

要援護者に対する日常の見守りや災害時の
安否確認及び避難支援など、公的対応が十
分に行き届かない支援を地域住民が主体的
に行えるよう要援護者等支援マップづくり
を行う。

安心カード設置

かかりつけ医や今かかっている病気、常用
している薬などの情報を専用の容器に入
れ、自宅冷蔵庫に保管し万一の救急時に備
える。

友愛訪問事業
社会生活を営むことが困難なひとり暮らし
高齢者を定期的に訪問し、安否確認・激
励・相談相手など福祉活動を展開する。

継続・実施

継続・実施

継続・実施

 



各論Ⅱ 地域福祉活動計画 第５章 地域福祉活動計画の施策の展開 

86 

 

（３）ボランティアセンターの充実強化 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

ボランティアセンター
運営

ボランティアに関する相談、登録・紹介、
啓発、情報提供及びボランティア団体への
支援、ボランティア活動保険の受付業務を
行う。

手話奉仕員養成講座
（入門・基礎・
スキルアップ・
フォローアップ）

高校生以上を対象に、手話についての基礎
知識及び技術を教授する。

朗読奉仕者養成講座
朗読技術の指導を行い、その後も奉仕者と
して活動してくれる人材を養成する。
（2年に1度の実施とする）

精神保健福祉ボランティ
ア養成講座

精神障がい者への理解を深め、接し方など
を学習する。

お裁縫ボランティア
講習会

お裁縫技術を生かし、ボランティア活動に
役立てることを目的に講習会を実施する。

点訳奉仕者養成講座
（初級・中級）

点訳技術を指導するとともに、継続して奉
仕者として活動してくれる人材を養成す
る。（２年に１度の実施とする。）

傾聴ボランティア養成
講座

傾聴ボランティア派遣事業を円滑に実施す
るために担い手を養成する。

災害ボランティア
センター設置訓練
【平成２７年より新規】

大規模災害発生時にボランティア活動の拠
点となる災害ボランティアセンターの円滑
な設置及び効果的な初動づくりのための訓
練を実施する。

初心者要約筆記講座
【平成２６年より新規】

中途失聴者や難聴者を支援する要約筆記の
基礎知識及び技術を習得するための講座を
開催する。

各種ボランティア養成
講座
【平成２６年より新規】

施設や地域でボランティア活動を実践する
人材育成のためニーズに応じた養成講座を
随時開催する。

ボランティア講演会
【平成２６年より新規】

ボランティア活動実践者や興味のある市民
に向け、ボランティアへの認識やその重要
性を知ってもらい、ボランティアへの意識
の高揚を図るため開催する。

生活支援体制整備事業
【平成２８年より新規】

日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み
慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を
継続していくために必要となる多様な主体
による多様な生活支援・介護予防サービス
の提供体制を構築するため、支援ニーズと
サービスのコーディネート機能を担い、
サービスを提供する事業主体と連携して支
援体制の充実・強化を図ることを目的に実
施する。

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・拡大・実施

実施 実施

実施 実施実施

継続・実施
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基本目標６ 健全な法人運営 

 

（１）社会福祉事業の健全な経営確保 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

共同募金事業

市民の自主的なたすけあい精神を基調とし
た社会連帯、相互扶助精神に基づいた地域
住民の自主活動として、毎年10月から12
月にかけて「赤い羽根共同募金運動」を実
施する。

歳末たすけあい募金
事業

共同募金運動の一環として、地域住民や各
関係機関・団体の協力のもと、新たな年を
迎える時期に、支援を必要とする人たちが
地域で安心して暮らすことができるよう、
住民の参加や理解を得て、様々な福祉活動
を行う。

会員会費

太田市社会福祉協議会活動を支える自主財
源である会費（一般会費・賛助会費）につ
いて趣旨に賛同いただき会員の拡大を図
る。

善意銀行
善意による寄付の受け入れをし、社会福祉
向上のため効果的に活用する。

各種収益事業
賃貸事業などの各種収益事業で財源の確保
を図る。

高齢者無料職業紹介
事業

地域の定年退職者等の生きがい対策とし
て、その希望と能力に応じた職業を斡旋
し、高齢者の知識と経験が社会の役に立つ
ことによって、老後の生活の安定等を図
る。

福祉人材バンク事業
地域福祉の潜在マンパワーの登録を行い、
社会福祉施設等の事業所に斡旋等を行う。

福祉・介護人材
マッチング機能強化事業

福祉・介護分野での質の高い人材を確保す
るため、個々の求職者にふさわしい職場を
開拓するとともに、働きやすい職場づくり
に向けた指導・助言を行い、円滑な就労・
定着を支援する。

屋内ゲートボール場
（すぱーく太田）の管理
運営

高齢者の生きがいづくり、コミュニティ育
成、生涯スポーツの振興を目的に、屋内
ゲートボール場「すぱーく太田」を管理運
営する。

職員研修
職員研修の実施によってさらなる資質の向
上を図る。

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

継続・実施

内容検討
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第６章 成年後見制度の施策の展開 

 

１ 権利擁護と成年後見制度 

 

（１）権利擁護を取り巻く現状 

 

 現在の福祉サービスは措置から受け手が主体的に選択する契約に制度移行されてお

り、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が十分でない方に対し

ての権利擁護の必要性が高まっています。また、核家族化と超高齢社会を迎えた現在、

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者などの増加も進んでおり、成年後見制度を利用し

た権利が保障されるシステムの整備が求められています。また、そのための指針とし

て、国も各種法整備を進めています。 

 

 

（再掲）成年後見制度に関わる法令 

 

■成年後見制度の利用の促進に関する法律 第１２条第 1 項（抜粋） 

政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画（以下「成年後見制度利用促進基本計画」

という。）を定めなければならない。 

 

■成年後見制度の利用の促進に関する法律 第２３条 （抜粋） 

市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後

見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成

年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

■成年後見制度利用促進基本計画（平成 29 年 3月２４日閣議決定） 

※政府が講ずる成年後見制度利用促進策の最も基本的な計画であり、市町村の成年後見制度

の利用の促進に関する施策についての基本的な計画のガイドラインである。 
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（２）成年後見制度利用促進基本計画 

 

 成年後見制度利用促進基本計画は、以下のスケジュールで進行されます。それに伴

い市町村には整合性のある各種施策の整備・推進が求められています。 

 

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

平成
33年度

成年後見制度利用促進基本計画
のスケジュール

太田市地域福祉計画・
地域福祉活動計画

Ⅰ 制度の周知

Ⅱ 市町村計画の策定

Ⅲ

利用者がメリットを実感で
きる制度の運用
・適切な後見人等の選任の
ための検討の促進

・診断書の在り方等の検討
・高齢者と障害者の特性に
応じた意思決定支援の在
り方についての指針の策
定等の検討、成果の共有
等

Ⅳ

地域連携ネットワーク
づくり
・市町村による中核機関の
設置

・地域連携ネットワークの

整備に向けた取組の推進

Ⅴ

不正防止の徹底と利用しや
すさの調和
・金融機関における預貯金
等管理に係る自主的な取
組のための検討の促進等

・取組の検討状況等を踏ま
えたより効率的な不正防
止の在り方の検討

Ⅵ
成年被後見人等の医療・介
護に係る意思決定が困難な
人への支援等の検討

Ⅶ
成年被後見人等の権利制限
の措置の見直し

パンフレット、ポスター等による制度周知

国の計画の周知、市町村計画の策定働きかけ、策定状況のフォローアップ

第2次
計画 第3次計画（本計画）

適切な後見人等の選任の
ための検討の推進

新たな運用等の開始、運用状況の
フォローアップ

意思決定支援の在り方についての指針の策定等の検討、成果の共有等

診断書の在り方等の検討

中核機関の設置・運営、地域連携ネットワークの整備

相談体制・地域連携ネット
ワーク構築支援（各地域の
取組例の収集・紹介、

試行的な取組への支援等）

相談体制の強化、地域連携ネットワークの
更なる構築

成年後見制度利用促進基本計画

見直し

金融機関における自主的取組
のための検討の推進

専門職団体等による
自主的な取組の推進

取組の検討状況・地域連携ネットワークに
おける不正防止効果を踏まえたより
効率的な不正防止の在り方の検討

医療・介護等の現場において
関係者が対応を行う際に参考

となる考え方の整理

参考となる考え方の周知、
活動状況を踏まえた改善

成年被後見人等の権利制限の
措置について法制上の措置等
目処：平成31年5月まで
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２ 推進施策 

 

（１）太田市（地域福祉計画） 

 

①成年後見制度窓口の運営支援 

太田市社会福祉協議会が設置する「おおた成年後見支援センター」が円滑に運営

されるよう支援するとともに、各課相談窓口に来所した相談者への周知・紹介、権

利擁護サービスの円滑な提供のための連携などの支援も行います。 

 

（２）太田市社会福祉協議会（地域福祉活動計画） 

 

①「おおた成年後見支援センター」の設置・運営 

電話や窓口で、成年後見制度に関する相談をお受けします。成年後見制度を利用

するための手続きや、申立てに関するアドバイス、後見活動の相談などに応じます。

また、必要に応じて関係機関などを紹介します。 

事業 事業内容
平成

30年度
平成

31年度
平成

32年度
平成

33年度
平成

34年度

成年後見支援センター
事業
【平成２９年より新規】

認知症・知的障がい・精神障がいなどの理
由で判断能力が十分でない方に、「契約」
や「財産管理」の支援をする人を設ける制
度で、福祉サービスの利用、入所・入院の
契約、または不動産や預貯金などの財産管
理を本人に代わって行ったり、補助するこ
とにより本人の権利と暮らしを守る。

継続・実施

 
 

②普及・啓発事業 

「成年後見制度」をより多くの方に知っていただくために講演会などを行います。 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

成年後見制度普及啓発
事業
【平成２９年より新規】

成年後見制度の利用促進のため、各種普及
啓発活動を行う。

継続・実施

 

 

③日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業） 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が不十分な方で、自

分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方や金銭管理に困っている方に、安

心して社会生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助、お手伝いをします。 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

日常生活自立支援事業

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい
者など判断能力が十分でない方を対象に、
福祉サービスの利用援助、日常的金銭管
理、書類預かり等を行う。

継続・実施
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④法人後見 

法人が成年後見人等になることで、個人にはない組織のメリットを発揮すること

が可能になります。例として、広範な対応が必要になった場合にも複数人での対応

が可能であり、担当職員が病気や死亡等で職務が遅滞する・遂行できない場合でも

同じ法人の別な職員が担当を交代できるため、一般的には個人よりも長期的な職務

の遂行が可能になります。 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

成年後見制度法人後見
事業
【平成２９年より新規】

成年後見制度の申立てにより、家庭裁判所
から選ばれる成年後見人などを太田市社会
福祉協議会が法人として担い、財産管理や
身上保護を行う。

継続・実施

 

 

⑤市民後見人 

超高齢社会・核家族化の進行や、障がいのある方の保護者の高齢化などから、今

後権利擁護サービスの需要の増大が考えられます。そのため、市民後見人の養成を

通じて、将来的な権利擁護サービスの供給体制を確保します。 

事業 事業内容
平成

30年度

平成

31年度

平成

32年度

平成

33年度

平成

34年度

市民後見人養成事業
【平成３０年より新規】

将来的に増大する権利擁護サービスの需要
に合わせたサービス提供を可能にするた
め、市民後見人の養成を行います。

継続・実施
事業

開始
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第７章 計画の推進 

 

１ 市民すべてが一体となった、連携・協働による推進 

 

地域福祉計画・地域福祉活動計画は様々な主体が互いに連携し、地域の課題に対処し、

「我が事・丸ごと」の「地域共生社会」による福祉のまちづくりを進めていくための計

画です。 

 

このため、計画の推進主体は、市民や保健福祉サービス提供事業所、地域で活動を展

開している民生委員・児童委員、行政区、社会福祉法人、ボランティア・ＮＰＯ団体、

太田市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、企業・地域のお店、行政など、市で暮ら

すすべての市民であり、行政では、これらの推進主体の連携を強化し、地域で展開され

る福祉活動が円滑に行われるよう支援を強化します。 

 

 

市民

市
社会福祉法人、NPO、
民生委員・児童委員、
各種地域活動団体等

身近な助け合い

「互助」

近くの人の悩みを

「我が事」に

民間の柔軟さを生かし
た、福祉のプロによる

「丸ごと」の受け止め
と市のサービスの活用

「我が事」の推進

「丸ごと」の環境づくりと
受け止めに対する福祉
サービスの提供

住民主体による生活に
根ざした課題の解決複合した課題を

解決できる体制づくり

「丸ごと」受け止めの先の

課題解決のための連携

課題解決手段となる
サービスの提供

「公助」

参加と地域の
生活課題の解決

「共助」

サービスの提供

「公助」

主体的な制度利用
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２ 各計画の推進及び評価 

 

（１）計画の公表 

 

地域福祉を推進するためには、両計画が目指す地域福祉の方向性や各種の施策・取

り組みについて、市民や関係機関・団体、事業所、行政等、計画に関係するすべての

人が共通の理解をもつことが重要です。 

 

このため、市及び太田市社会福祉協議会の広報紙やホームページ等を通じ、この計

画を公表し、市及び太田市社会福祉協議会が目指す地域福祉について市民等に幅広く

周知します。 

 

（２）計画の進捗及び評価 

 

本計画は、市民や住民組織、関係機関・団体、市、太田市社会福祉協議会等の協働

により推進されるものであり、地域福祉に関する施策の進捗状況やその評価を行う際

は、地域福祉活動関係者を含めた進捗管理を行う必要があります。 

 

このため、地域関係者、庁内関係各課、太田市社会福祉協議会の相互の連携による

評価・点検を行い、効果的な計画の推進を図ります。 
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１ 策定の経過 

 

実 施 日 会 議 ・ そ の 他 議 題 

平成２９年 

１０月中 
市民意識調査 実施  

平成 29 年 

12 月 11 日 
第 1 回 検討チーム会議 

地域福祉計画の概要 

アンケート結果 

地域福祉計画骨子 

各担当課に資料の作成依頼 

平成２９年 

１２月１５日 
第１回 策定委員会 

委嘱状交付 

役員選出 

地域福祉計画の概要 

アンケート結果 

地域福祉計画骨子 

平成 30 年 

1 月 9 日 
第 2 回 検討チーム会議 地域福祉計画素案の検討 

平成 30 年 

1 月 23 日 
第 3 回 検討チーム会議 地域福祉計画素案の修正 

平成３０年 

１月２９日 
第２回 策定委員会 

地域福祉計画素案 

パブリックコメント実施 

平成３０年 

２月６日～ 

３月７日 

パブリックコメント実施  

平成 30 年 

3 月 13 日 
第 4 回 検討チーム会議 地域福祉計画最終案の確認 

平成３０年 

３月２２日 
第３回 策定委員会 

パブリックコメントの結果 

地域福祉計画最終案 
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２ 太田市地域福祉計画・太田市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第 1 条 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条の規定に基づく太田市地域福祉計画

及び社会福祉協議会の地域福祉活動計画（以下「計画」という。）を策定するため、太田市地域

福祉計画・太田市地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所管事項） 

第２条 委員会の所管事項は、次に掲げるものとする。 

（１）計画の策定に関すること。 

（２）その他総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２  委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）市民 

（２）社会福祉に関する団体の代表者 

（３）その他市長が適当と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、計画策定完了までとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長１名及び副委員長若干名をおき、委員の互選により定める。 

２  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第 6 条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２  委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３  委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４  委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことが出来る。 

 

 

（部会） 

第７条 委員会に次の部会を置き、委員会の委員をもって構成することができる。 

（１）福祉サービス利用促進検討部会 
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（２）社会福祉事業発達検討部会 

（３）地域福祉活動促進検討部会 

２  部会に属すべき委員は、行政職員を除き、委員長が指名する。 

３  部会に部会長及び副部会長を１名置き、部会長は部会に属する委員の互選により定め、副部

会長は部会長の指名による。 

４  部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。部会長不在の場合は副部会長が

代理する。 

 

（地域福祉計画検討チーム） 

第８条 委員会の策定作業の円滑な推進を図るため、地域福祉計画検討チーム（以下「検討チー

ム」という。）を置く。 

２  検討チームのメンバー（以下「チームメンバー」という。）は、市職員及び市社会福祉協議

会の職員をもって組織する。 

３  検討チームのチームリーダーは福祉こども部副部長とし、サブリーダーは社会福祉協議会常

務理事とする。 

４  チームメンバー（チームリーダー、サブリーダーを除く。）は、前条に定める部会に属する

ものとし、所属部会はチームリーダーが指名する。 

５  チームメンバーは、チームリーダーの指示により所属する部会の事務処理、情報提供等を職

務とする。 

６  検討チームは、チームリーダーが招集し、チームリーダーがその議長となる。 

 

（事務局） 

第９条 委員会の事務局は福祉こども部及び社会福祉協議会内に置く。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

 

（召集の特例） 

２  第６条の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に招集される委員会は、市長が招集する。 

 

附 則 

  この要綱は、平成２９年９月１日から施行する。 
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３ 太田市地域福祉計画・太田市地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

 

任期：平成 29 年度 

No. 役 職  氏 名  所 属 団 体 名  

1 委員長 浅 香  重 信 太田市社会福祉協議会会長 

2 副委員長 植 木  一 夫 太田市区長会会長 

3 副委員長 村岡  新一郎 太田市民生児童委員協議会会長 

4 委員 秋 葉  憲 子 新田ボランティア連絡協議会会長 

5 委員 一ノ瀬  和也 太田市社会福祉施設連絡協議会会長 

6 委員 濱 田  茂 行 太田市保育園連絡協議会会長 

7 委員 岡 田  晃 太田市手をつなぐ親の会会長 

8 委員 森 本  義 弘 太田市老人クラブ連合会会長 

9 委員 小 沼  義 晴 太田保健福祉事務所企画福祉課長 

10 委員 鈴 木  宏 和 太田市福祉こども部部長 
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４ 太田市地域福祉計画・太田市地域福祉活動計画検討チーム名簿 

 

 

No. 役 職  氏 名  所 属 団 体 名  

1 リーダー 堤  順 一 福祉こども部副部長 

2 

メンバー 

田 端  洋 司 福祉こども部社会支援課長 

3 脇坂  三千代 福祉こども部社会支援課管理係長 

4 河 内  修 福祉こども部障がい福祉課長 

5 天 笠  洋 一 福祉こども部福祉事業課長 

6 大 橋  正 福祉こども部高齢者福祉施設課長 

7 石 塚  順 一 福祉こども部こども課長 

8 高 柳  雄 次 福祉こども部児童施設課長 

9 野 村  浩 之 健康医療部長寿あんしん課長 

10 小保方  国秀 社会福祉協議会事務局長 

11 小 林  正 和 
社会福祉協議会 

地域福祉・ボランティアグループリーダー 

    

 事務局   

    

 事務局長 堤  順 一 福祉こども部副部長 

 事務局員 田 端  洋 司 福祉こども部社会支援課長 

 事務局員 小保方  国秀 社会福祉協議会事務局長 

 事務局員 脇坂  三千代 福祉こども部社会支援課管理係長 

 事務局員 小 林  正 和 
社会福祉協議会 

地域福祉・ボランティアグループリーダー 

 事務局員 高 田  祐 福祉こども部社会支援課管理係 

 事務局員 柳 澤  徹 治 社会福祉協議会企画総務グループ 
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■太田市 

〒373-8718 

群馬県太田市浜町 2番 35 号 

TEL 0276-47-1111（代表） 

URL http://www.city.ota.gunma.jp/ 

■社会福祉法人 太田市社会福祉協議会 

〒373-0817 

群馬県太田市飯塚町 1549 番地 

TEL 0276-46-6208 

URL http://otashakyo.jp/ 

 

 


